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 令和６年西予市決算審査特別委員会（産業建設分科会）会議録 

１．開催日時 令和６年９月２４日 

１．開催場所 西予市議会全員協議会室 

１．開  会 令和６年９月２４日 

       午前 ９時００分 

１．閉  会 令和６年９月２４日 

       午後 ２時５１分 

１．出 席 委 員        

   班長    兵頭  学 

   副班長   山下 昌和 

   委員    まつもとみき 

   委員    宇都宮久見子 

委員    宇都宮俊文 

委員    河野 清一 

委員    森川 一義 

１． 欠 席 委 員 

   な し 

１． 説明員 

産業部長     兵頭 章夫 

建設部長     三瀬 計浩 

経済振興課長   岡田 拓郎 

農業水産課長   松末  博 

林業課長     酒井 淳二 

建設課長     宮本 勘滋 

上下水道課長   紙崎 順一 

経済振興課長補佐  古川 郁夫 

経済振興課長補佐  井上 裕基 

経済振興課長補佐  野本 伸治 

ジオパーク推進室長  篠藤 武士 

経済振興課係長  竹本 明人 

経済振興課係長  堀内 智代 

経済振興課係長  田中 康晴 

ジオパーク推進室係長  中村 忠史 

農業水産課長補佐  林  敬次 

農業水産課係長  山口 勝範 

農業水産課係長  那須 重昭 

農業水産課主任  松本  雅 

林業課補佐    清家 祐一 

林業課係長    織田 喜子 

建設課長補佐   桐山 正男 

建設課長補佐   大塚 洋平 

建設課長補佐   松本 幸祐 

建設課係長    井関 竜平 

建設課係長    植田 芳正 

建設課係長    和家 利代 

建設課係長    上甲  恵 

上下水道課長補佐  大内 俊二 

上下水道課長補佐  清水 宣行 

上下水道課係長  山本 裕樹 

上下水道課係長  山本 新也 

 

１．出席議会事務局職員 

  議事係長  松本 史子 

１．会議に付した事件   

認定第 １号 令和５年度西予市一般会計歳入

歳出決算の認定について 

認定第 ６号 令和５年度西予市水道事業会計

決算の認定について 

認定第 ７号 令和５年度西予市簡易水道事業

会計決算の認定について 

認定第 ８号 令和５年度西予市公共下水道事

業会計決算の認定について 

 

 

        １．会 議 の 経 過  別紙のとおり      
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  開会 午前９時00分 

○山下副班長 

開会宣告を行うとともに、班長に挨拶を促す。 

○兵頭班長 

挨拶を行う。 

○山下副班長 

兵頭産業部長に挨拶を促す。 

○兵頭産業部長 

挨拶を行う。 

○山下副班長 

それでは、議案審査に移る前に注意事項を申し

上げます。発言の際は挙手の上、班長の許可を得

て発言してください。 

それではこれより進行は班長が行います。 

 

【産業部】 

【経済振興課】 

○兵頭班長 

それでは早速審査に入ります。 

認定第 1 号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」経済振興課所管分を議題

といたします。まず歳入について、担当課長の説

明を求めます。 

○岡田経済振興課長 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」産業部経済振興課所管分

を決算書に基づき、収入未済について御説明を申

し上げます。 

不納欠損についてはございません。 

一般会計決算書 27 ページ、28 ページを御覧く

ださい。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、5 目商工

使用料、1 節商工使用料の収入未済額が 6 万

4800 円ございます。これは、乙亥の里の商業イ

ンキュベータ施設の１件の使用者の使用料が未済

となっておることです。内容につきましては、乙

亥の里使用料の過年度分が 6 万 4800 円となって

おります。平成 29 年４月から８月までの５カ月

分の 7 万 2000 円の未納がありました。それにつ

きまして、令和３年度において 7,200 円納付をい

ただいておりまして、その差額分の 6 万 4800 円

となります。その未済となっておりますので、引

き続き使用者との協議を継続して、未済額の収納

に努めてまいりたいと思います。 

続きまして、一般会計決算書 73 ページ、74 ペ

ージを御覧ください。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、7 節商工費

雑入、収入未済額が 54 万 8400 円ございます。内

容につきましては、ジオツアー運営業務委託料返

還金（過年度分）となります。平成 30 年度にお

いて、ジオパーク推進事業の中で、四国西予ジオ

パークジオツアー運営業務を委託して実施しまし

たが、委託事業者からの実績報告では、平成

30 年７月豪雨災害の発生によるツアーの中止及

び集客不足による事業の中止によりまして、実質

１回しか開催できておらず、実績に基づき、委託

契約の変更を行うことになりました。既に概算払

いにより 138 万円を支払っていたため、差額分の

54 万 8400 円の返還を求めましたが、委託事業者

から、平成 30 年度内に返却いただくことができ

ず、令和元年度から令和５年度におきまして、ジ

オツアー運営業務委託料返還金（過年度分）とし

て、改めて返還を求めてまいりました。しかしな

がら、納付に至らず、収入未済額となったもので

す。返還につきましては、委託事業者に請求をし

ておりましたが、委託事業者より、破産手続を開

始する旨の報告をいただき、令和５年７月に破産

手続廃止の決定確定があり、当市でも、令和５年

度末に事実を確認いたしました。したがいまして、

これらの返還金につきましては、税務課と連携し、

今年度中に欠損処理を進めることとしております。 

以上で、経済振興課所管分の歳入についての説

明を終わります。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○河野委員 

今、説明のあった商工費雑入の収入未済額

54 万 8400 円ですけれども、令和元年度からどう

いった対応されてきたのか。ここ５年間、少しで

も返していただくことができなかったのか。そこ

ら辺の説明をお願いします。 

○岡田経済振興課長 

事業者との接触についてなんですが、事業者の

名前がプラットフォームという名前でありまして、

毎年そのプラットフォームの担当者の方とお会い

して、聞き取りをしながら、どうにか入れてくだ

さいということで、毎年の接触はあったと聞いて
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おります。 

○河野委員 

破産手続されたのは今年いうことだったんです

けど、それまでは事業されておったんやったら、

何らかの交渉といいますか、そこら辺の手続がと

れなかったのかいうところがありますけれども、

担当が折衝していたと言われてもなかなか納得い

かんのですが、そこら辺どうでしょうか。 

○岡田経済振興課長 

令和６年第２回定例会の行政報告会のほうでも

報告させていただきまして、この 54 万 8400 円以

外に、200 万の西予市の出資金もございました。

そういったとこでトータルしてこちらに入れてい

ただくような調整をしていたんですけども、もう

会社自体が破産しているということで、運営がで

きてないっていう、多分これ以上にも借金が多か

ったというのも聞いておりますので、その辺でな

かなか納入に至らなかったということで聞いてお

ります。 

委員言われるように、こんだけ大きな金額です

ので入れてもらうのが当たり前なんですけども、

そこでちょっとこちらの努力不足といいますか、

思慮が至らなかったという点はございます。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

これ私、ここの会社に同じところなんですけど、

この会社に関して変わったときに一般質問もさせ

ていただいたかと思うんですけれども、この会社

最終的にこういうことになってしまったんですが、

いろんなジオパークの事業を経済振興課からジオ

パーク推進室とかから、もうこっちに全部任せま

すっていう状態になってたと思うんですけど、全

然その事務所も間借りしてるような状態の会社で

こういうことがないようにしていただきたいなと

は思うんですが、いつの段階でこういうことが発

覚、行政報告会もあったので、そこで聞いたらよ

かったのかなと思うんですが、どの段階でちょっ

とこれ、まずいんじゃないかなっていうことが分

かってきたのかなっていうのをちょっと１点教え

ていただけたらと思います。 

○岡田経済振興課長 

こちらで今押さえてる段階の破産の経緯といた

しましては、平成 28 年に設立されまして事業を

開始したものの、令和元年度にはもう 1000 万円

を超える負債を抱え、株主総会も開けない状況と

なっていたということですので、もうその時点で

は運営が難しいかなというところで、こちらで把

握していたこととなると思います。 

○宇都宮久見子委員 

今説明いただいたことは、行政報告会の資料に

書いていただいていることであると思うんですけ

ど、その令和元年の時にはもう行政として把握さ

れてたんですか。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 13 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 14 分） 

○岡田経済振興課長 

こちらが把握しているのが令和元年度にはもう

把握していたということで、間違いございません。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○宇都宮俊文委員 

心配されとったことと思うんですが、これから

先、この事業自体はどのように計画しているのか。

新たに手上げして、しっかりとやれるところが見

込みがあるのかないのか。なかなかこれ、大体補

助金もらってスタートする事業なんで、やっぱり

こういうことが起こり得ると思うんですが、はっ

きりそこら辺、どういう審査なりあって始めるの

か。またこれ二度とまた同じような失敗をしても

いけんと思うし、それにあった事業者がしっかり

したところがあるのか、それを聞かしてもらいま

す。 

○岡田経済振興課長 

今、委員に言っていただきましたこの事業につ

いてですが、西予市経済循環モデル事業として運

用していたんですけども、当事業につきまして令

和３年、廃止させていただいております。 

今この事業で、この出資を受けることはござい

ません。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「ジオブランド推進事業」につい

て、担当課長の説明を求めます。 

○岡田経済振興課長 
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それでは、認定第 1 号「令和５年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定について」令和５年度決

算における主要な施策の成果報告書に基づき、事

前に通告のありました産業部経済振興課所管分の

事務事業について、報告書 37 ページから順に御

説明をさせていただきます。 

初めに報告書 37 ページ「ジオブランド推進事

業」を御覧ください。決算書は 207 ページからに

なります。 

この事業につきましては、ジオパークと地産品

を結びつけることで、地域産品の魅力向上、販売

力の向上を目指しております。令和５年度は、都

市部をターゲットとして市産品の販路拡大を図る

ため、都市部の展示商談会への出展やＰＲイベン

トを実施したほか、市産品ＰＲ動画を制作し、Ｙ

ｏｕＴｕｂｅ等で公開いたしました。 

実績評価といたしましては、令和５年度は３件

の展示会に延べ 24 事業者が参加いただき、新規

販路拡大金額は 1705 万 4000 円の成果を上げるこ

とができました。 

不用額につきましては、236万 8000円ございま

した。理由といたしましては、不用見込額は３月

補正予算で減額いたしましたが、年度末の展示会

に出展予定しておりましたので、出展費用等の支

出額の予測が困難であったことが要因でございま

す。 

今後の方針といたしまして、引き続き都市部を

ターゲットとして展示会やフェアに出展するとと

もに、消費者ニーズに沿った効果的なＰＲ手法を

都度検討しまして、より多くの方へ情報発信を行

い、市産品の販路拡大、認知度向上を目指してま

いります。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

この展示商談会１回の出展料というか経費って

いうのは幾らになるんですか。大体でいいんです

が。 

○岡田経済振興課長 

１事業者当たり大体 30 万から 40 万の間ぐらい

で出店料となっております。 

○まつもと委員 

それは生産者側というか出店する企業が出すと

いう意味ですか。 

○岡田経済振興課長 

その補助につきましては西予市のほうで予算を

組んで出しております。 

○まつもと委員 

令和４年が４回参加されて 7659 万円で今回令

和５年が参加３回で 1700 万円ということで、参

加数に応じては少ないのかなと思うんですが、そ

の原因みたいなのが分かっておられるようでした

ら教えてください。 

○岡田経済振興課長 

金額が大幅に下がっているんですけども、これ

愛媛県が定期的に展示会出展事業者に対して取引

の実績を調査しているんですが、その時期によっ

てこの金額に差があると思います。ちょうど前年

度は調査の時期にそういった取引の大きいところ

がとれておりまして、こういう実績が残ってるん

ですが、この令和５年度につきましてはこの金額

が実績として挙がってきております。そのあと、

事業者と向こうでの交流があったところで販路が

拡大するケースもございますので、一概にこれだ

けで大きく下がったとは言えないとこちらのほう

では見込んでおります。 

○まつもと委員 

一度、生産者の方からこの展示会に出たときに、

企業側が求める量と、こちらの生産数が全く合わ

なくて、出てもなかなかという声をいただいたん

ですが、ただ、商品が悪いわけじゃないので、商

品に合ったマーケティングという意味では、この

展示商談会が本当にいい形なのかどうかなという

ふうに感じました。市としての見解としては、そ

ういう生産量が求める企業と合わない場合の販路

拡大といいますか、出展、都市部への販路の拡大

というのは別の方法みたいなのを考えておられる

のでしょうか。 

○岡田経済振興課長 

今いただいたような意見も聞いております。 

やはり、結構な金額をかけて販路拡大としてこ

のマーケティングとかそういった展示会に出席さ

せていただいておりますので、今言われたような

ことであまり意味がないようでは、なかなか難し

いかなっていうところがございますので、今年度

からインターネットを介して、そういった商談会
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に参加できるような手法等もあるということで、

今調査研究を進めておりますので、そういったと

ころで予算を落としながら、なるべく皆さんの負

担にかからないような方法も検討して進めている

ところです。 

○山下副班長 

それでは２点質問させていただきます。 

まず１点はふるさと納税との兼ね合いですね。

今西予市のほうもこのふるさと納税、かなり力入

れて推進していると思いますけれども、それぞれ

の課にまたがってると思うので、その辺りの連携

がきちっとできてるかどうかっていうのを１つ確

認しておきたいのと、もう１つホームページです

ね、ジオの至宝というのがあると思います。この

中のホームページでマルウ水産のがまた出てるん

ですけど、今のところ、ここに実績としても新し

い認定数がゼロということなので、今のところの

ジオの秘宝っていうのは、全てで幾つの種類があ

るのかと、マルウ水産のほうの状況はどうなって

るかっていうのをお聞きしたいと思います。 

○岡田経済振興課長 

ふるさと納税を含めた各課の連携についてです

が、委員の言われるとおり、いろいろ似たような

事業もしておりますので、そういう各課の連携を

とりながら、より効果的な手法で、ふるさと納税

も含めながら販路拡大をしていきたいということ

で、ふるさと納税のほうでも、やっぱ返礼品が多

くないと、なかなか皆さんの目に届かないので、

そういったところは担当者が日々、各事業者にも

回りまして、出品の新規開発を努めているところ

です。各課とも毎度課長会でも、情報共有という

ことで、連携を促しておりますので、そういった

ところで今努めているところです。 

ジオの至宝の 11 品についてです。 

株式会社マルウ水産については４品ございます。

「奥地あじ」、「奥地あじの一夜干し」、「奥地

の海の海賊飯生あじ」、「奥地の海の海賊飯あじ

の塩焼き」この４品がジオの至宝になっておりま

す。残りにつきましては、佐藤真珠の明浜産の真

珠ネックレス「つなぐ」、株式会社ありがとうサ

ービスのカマンベールチーズ「森のろまん」、田

力本願株式会社の「男米」、有限会社豆道楽の

「豆道楽の豆腐」、株式会社ぞっこん四国の「ぞ

っこん四国」、そして企業組合遊子川ザ・リコピ

ンズが２品ございまして「こどもケチャップ」と

「トマトユズポン」この 11 品が現在のジオの至

宝となっております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「市観光ＰＲ事業」について担当

課長の説明を求めます。 

○岡田経済振興課長 

続きまして報告書 45 ページ「市観光ＰＲ事業」

を御覧ください。決算書は 203 ページからでござ

います。 

この事業は、県内外から西予市への誘客促進を

図り市内経済を活性化させるため、県内外をまた

ぐ各種観光関係団体に所属し広域観光促進に寄与

するほか、観光ＰＲやイベント等を実施するもの

でございます。 

実績評価といたしまして、れんげまつりや奥地

の海のかーにばる、乙亥大相撲に加えて、卯の年

卯之町を盛り上げるために「卯の年竹あかりライ

トアップ」を実施しております。かっぱＭＡＴＵ

ＲＩに関しては、台風接近により直前で中止とな

っております。 

不用額につきましては、318万 1000円となって

おります。主な理由といたしまして、かっぱＭＡ

ＴＵＲＩが中止になったことに伴う補助金額の減

額となっております。今後の方針につきましては、

一層の誘客促進を図るため、一般社団法人西予市

観光物産協会をはじめ、各町観光協会等と連携を

より密にし、観光ＰＲを進めていく予定でござい

ます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

株式会社マイナビへのコンサルティング料と創

出された観光コンテンツ、今のところありました

ら教えてください。 

○岡田経済振興課長 

マイナビへのコンサルの内容ですけども、年間

404万 1000円の委託料となっております。それで
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実績といたしまして、せいよじかんのフォロワー

数が当初 300 人程度ということだったんですが、

今は 1,400人以上の登録がございます。そしてせ

いよじかんホームページアクセス数も当初 1 万

8000 回程度のアクセス数だったのが現在 20 万

2000 回を超えるアクセス数をいただいていると

ころです。 

あとＥＣサイトのＳｅｉｙｏＣｏｌｏｒにおき

ましては、コンサル以前の売上げがゼロ円だった

んですけども、このコンサルの指導を受けまして

ＰＲの動線修正等を行ったことにあわせまして商

品数も増やし 64 万円の売上を今上げているとこ

ろでございます。 

以上が実績となっております。 

○まつもと委員 

観光コンテンツというのは創出されておられま

すか。事業内容のところに観光コンテンツを創出

するためマイナビにコンサルティング業務を委託

するとあるので、観光コンテンツというのができ

ているなら教えてください。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 29 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 29 分） 

○岡田経済振興課長 

今のコンテンツについてですが、観光のツアー

を組むというコンテンツの意味合いでの書きぶり

ではなくて、このＳＮＳ等で西予市の魅力あると

ころをアップすることによって、そこに集客を促

すということでコンテンツという表現をしており

ました。ただツアーとはこの事業では組んでおり

ません。 

○まつもと委員 

私はちょっと認識が足りないのかもしれないん

ですけど、西予市のブランディングというのはど

う定義されているのか教えてください。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 30 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 31 分） 

○岡田経済振興課長 

今の回答につきましては、担当係長の堀内から

回答させていただきます。 

○堀内経済振興課係長 

西予市のブランディングについて回答いたしま

す。 

例えばブランディングの仕方なんですけれども、

香川県でしたら例えば親鳥とかあるんですけれど

も、うどん県ということでＰＲをしております。

大分県とかだったらカボスとかいろいろあるんで

すけれども、温泉県ということでブランドを押し

出しております。愛媛県は何か。ミカンがあるん

ですけれども「まじめえひめ」という言葉で今ブ

ランディングを押し出そうとしております。 

西予市のブランディング何か。たくさんありま

すよ。西予市には山から海まで０ｍから 1,400ｍ

たくさんありますよ、じゃあこれから１点突破と

いう意味で弱いよねということでマイナビにコン

サルいただきました。その中でマイナビに実際こ

の町に訪れてもらってそのマイナビが訪れてくだ

さった方も、百貨店とかＳＮＳでいろんな実績を

出されているプロの方２名に訪れていただいたん

ですけれども、実際５町全て回ってもらって海か

らカルストまで見ていただいた中で、結果出た答

えがやっぱり何でもあるっていうことがブランド

の核になるんじゃないかなという答えでした。 

ジオを核にした観光戦略というか、その事業を

核に誘客促進をするのがやっぱり利にかなってい

るのではないかなとこの令和４年、５年の２年間

マイナビにコンサルいただいた結果はそこに落ち

ついております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○山下副班長 

そしたら財源の内訳のところで、その他の金額

は令和４年 400 万円で、令和５年 600 万円。この

その他の財源の内訳が何なのかっていうのを教え

ていただきたいというのが１つと、もう１つはＰ

Ｒイベントが令和４年８回で令和５年４回に減っ

てるていうのと、あわせて奥地とれんげと乙亥、

12 月の卯の年竹あかり、これの予算がいくらな

のかっていうのが分かれば教えていただきたいと

思います。 

○岡田経済振興課長 

この回答につきましても、担当係長の堀内から

回答させていただきます。 

○堀内経済振興課係長 

収入の 400 万円と 600 万円に変わった理由なん

ですけれども、毎年、愛媛県の市町振興協会から

補助金を充当しております。４大イベントを１自
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治体最大が 400 万円。去年、おととしにつきまし

てはコロナ禍からの復活というか、コロナ禍での

イベントを盛り上げるために、補助金の増額があ

りまして 600 万円になっておりました。なので予

算のときは 400 万円で充当考えておったんですけ

れども、最大限予算を補助金を取って市財を減ら

すためにも 600 万円の補助金をとっております。 

次の御質問、ＰＲイベント数が８から４に減っ

た理由につきまして、令和４年度はえひめ南予き

ずな博イベントがあったことが要因となっており

ます。令和４年度の８回の内訳なんですけれども、

がいなんよ大学が年４回、きずな博のバーベキュ

ーイベントが２回、そして奥地の海のかーにばる

と乙亥大相撲が開催されたもので８回となってお

ります。 

それぞれの予算につきましては、令和５年度の

イベント補助金について回答いたします。予算額

なんですけれども、かっぱＭＡＴＵＲＩへの補助

金が328万3000円、れんげまつりが411万3000円、

乙亥大相撲が 471 万 2000 円、奥地の海の補助金

が 428 万 6400 円となっております。 

○兵頭班長 

その他質疑はありませんか。 

○森川委員 

マイナビにコンサルティングを任すのもいいと

思いますが、合併して 20 年経ってるのに、やっ

ぱりあちこちから西予市と言われずに、さいよし

と言われる場合があります。もっと優秀な職員が

おりますのでしっかり考えてもらったらと思いま

す。 

○岡田経済振興課長 

確かに、いまだに西予市と呼ばれないっていう

ところがございますので、そういった観点からも、

積極的に西予市をＰＲして、忘れられない市にな

るように努めてまいりたいと思います。またよろ

しくお願いします。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「ジオパーク推進事業」について

担当課長の説明を求めます。 

○岡田経済振興課長 

続きまして、報告書 45 ページ「ジオパーク推

進事業」を御覧ください。決算書は 209 ページか

らでございます。 

この事業は、四国西予ジオパークの地域資源を

生涯学習や学校教育はもとより、新たな観光資源

として地域振興に活用し、ジオパーク活動を通じ

て地域の持続的な発展を図るものでございます。 

実績評価といたしまして、第３次四国西予ジオ

パーク推進計画に基づきまして、ジオパーク学習

会をはじめ、ジオガイドコース講座、ツーリズム

の造成等を実施することで、市民へのジオパーク

の周知と、市外へのＰＲを行っております。 

不用額については447万3000円となっており、

市民ジオパークの申込みが伸び悩んだことによる

委託料の減少とジオパーク推進支援事業の申込み

が少なかったことによる減少が主な理由となって

おります。 

今後の方針につきましては、第３次四国西予ジ

オパーク推進計画にのっとり、ジオパークを活用

し、持続可能な地域社会を実現することを目標に、

ジオツーリズムや学習、教育活動を推進していく

予定でございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

インバウンド調査というのが、事業の内容のと

ころにあるかと思うんですけれども、今いろいろ

といろんな観光地とかが、インバウンドの報道と

かされてますけれども、このジオパーク、この調

査の結果をちょっと御説明いただけたらと思うん

ですけれども。 

○岡田経済振興課長 

研修についてですが、インバウンドと調査事業、

中国語ネイティブ及び欧米ネイティブの観光専門

家に延べ５回西予市に来ていただいております。

サイト等の評価の説明文の作成や助言等をいただ

くとともに、ＳＮＳでの発信等を行ってもらいま

した。また実際に海外からのツアーを５回受入れ、

実際のツアーの評価を行っていただいているとこ

ろです。 

○河野委員 

ジオパークを通じて観光客を増やすという狙い
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もあるかと思うんですけど、地元であまり来られ

てないんじゃなかろうかという声も実際聞きます。

そこら辺の観光の成果といいますか、そこら辺が

分かっておればお願いします。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 41 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 41 分） 

○岡田経済振興課長 

ただいまの御質問なんですけども、観光客の数

ということでジオミュージアムの入館者数という

ことでもよろしいでしょうか。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 42 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 42 分） 

○岡田経済振興課長 

すいません。ただいまの数字はちょっと今現在

把握しておりませんので、この後、報告をさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○まつもと委員 

指標にジオサイトの案内看板等の整備（累計）

とあって変化がないようなので、これは整備が完

了しているのかなというふうに思うんですが、一

方でですね、総合計画のほうにはジオガイドが案

内した案内者数の目標値というのが掲げられてい

ます。それをここの成果にされないのは、何か理

由があるのかなというふうに思うんですが、お聞

かせください。 

○岡田経済振興課長 

まず１点目のジオサイトの案内看板等の整備に

つきましては、委員のおっしゃるとおり、今のと

ころ 76 看板で新規がないということで、累計で

すので同じ数字を載せているところです。ジオの

ガイドの目標者数をここに入れてないっていうと

ころなんですが、それについては、担当の中村係

長から回答させていただきます。 

○中村ジオパーク推進室係長 

案内看板の関係、またガイドの数をここに成果

として入れないのかという件なんですけれども、

今ここに２件の成果の数を入れさしていただいて

おります。既にこれどちらも重要な指標にはなっ

ておりますんで、それにどちらかを差し替えて入

れるということも、また検討させていただいて、

進めていきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。 

○まつもと委員 

それでは令和５年度のジオガイドの案内者数、

もしくは累計でもいいんですが、ありましたら教

えてください。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 45 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 45 分） 

○岡田経済振興課長 

ただいまのジオガイドの実績です。 

令和５年度 27 件の案内がございまして、案内

した人数は 753 人となっております。 

○まつもと委員 

ありがとうございました。 

先ほど私、観光コンテンツを聞いた関係でもあ

るんですが、ジオパークの観光事業の大きなビジ

ョンというのはあるんでしょうか。ちょっとこの

第３次計画を読んでも、ちょっとはっきりとした

ビジョンが分からなかったんで、あれば教えてく

ださい。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 46 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前９時 47 分） 

○岡田経済振興課長 

ただいまの回答につきましては、担当室長の篠

藤室長から回答申し上げます。 

○篠藤ジオパーク推進室長 

先ほどまつもと委員から御質問のありました観

光のビジョンの関係なんですけれども、まずジオ

パーク推進室としましては、まず令和４年に整備

しましたジオミュージアム、こちらを拠点としま

して、各ジオサイトへつなぐ、そういった考えを

持っております。 

手段としましては、今現在、西予市観光物産協

会のほうにもある程度のツアー造成、今現在行わ

れてるのは例えばジオライドということで、西予

市のほうで導入させていただきましたＥ－ＢＩＫ

Ｅを活用したガイド事業も行ってますし、また今、

各旅行会社との連携の中で、それぞれのバス会社、

旅行会社のほうがですね、ツアーを組んでいただ

いて、ジオミュージアムに来ていただく、そして

そのあとに、各サイトも見ていただくような、そ

ういった流れを今構築しているような状況となっ
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ております。 

以上、答弁とさせていただきます。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

ジオパーク、いろいろと推進していただいてる

んだと思うんですけれども、実際、西予市にいる

中での実感としてこのジオパークって盛り上がっ

てる方がちょっと一部のようなイメージ、感覚に

なるんですけど、その辺り事業の内容の中にも市

民へのジオパークに対する理解を深めるっていう

のはあるんですけど、市民の方には、講座とかい

ろいろ学習会とかあるんだと思うんですけど、ど

ういうふうにこれから進めていかれるのか。外に

対してはもちろんなんですけど市内で盛り上げて

いくのも大事だと思うんですけど、その辺りはど

ういうことをされて、これからの目標的なことが

あれば御説明いただけたらと思います。 

○岡田経済振興課長 

ただいまの回答につきましては、中村係長から

回答いたします。 

○中村ジオパーク推進室係長 

ジオパーク、様々な活動を取り組まさせていた

だいてるんですけれども、特徴的なものとしまし

て普及推進事業として、「だいちのめ」をここ３

年ほど実施させていただいております。こちら

3,000 部を市内各施設等に配布をさせていただく

とともに、インターネット上にもＰＤＦ等で公開

をさせていただき、非常にいい反応をいただいて

おります。また、ほかにもですね、だいちのめで

は、愛媛新聞さんに取上げていただいたりとか、

よその松山市の病院等からも、ぜひうちに置きた

いから送ってほしいっていう声等もいただいてお

り、一定の反応というか、そういったものを感じ

ておる次第です。 

今、取り組まさせていただいているものとしま

しても、教育部会という部会のほうでジオの副読

本をつくってはどうかという話も出ております。

こちら予算の関係もありますので、このまま進め

ていけるかっていうところはあるんですけれども、

小学校の子どもたちにジオの副読本を配って、学

習の一助となるようこちらとしても出前授業等で

も活用していきたいと考えております。 

主なものとしましては以上です。よろしくお願

いいたします。 

○宇都宮久見子委員 

市内の西予市民の方がジオパークを外にこんな

とこあるよとか、こういうことやってるよってい

う１回来てみてよっていうような盛り上がりがや

っぱり大事になっていくと思うので、今御説明い

ただいたことももちろんですし、これからも進め

ていっていただけたらと思います。 

○兵頭班長 

私からも１つだけ、ジオミュージアムにこの前

お伺いしたら、アメリカ製の河岸段丘ができるや

つを見せていただいたんですが、予算を組んでつ

くっていただきましたと言うて、あれかなり、伊

豆のジオパーク行ったときに、そこはやっとって、

かなりインパクトがあったんで、ぜひ導入したら

ということで私らも言いよったんですけど、導入

していただきまして、説明を聞きますとやはり子

どもも喜ぶんやけど、大人の方も結構食いついて、

喜んで見て帰るというような話を伺いましたんで、

そういったＰＲというんかな、そういったことも

こんなんもありますよということで、ＰＲ活動を

続けていただいたらと思っております。これは予

算とはあんまり関係ありませんが。 

その他質疑ありませんか。 

○山下副班長 

先ほどの篠藤さんと中村係長からの話の中、こ

れやっぱり着地型と発地型の観光、両方を合わせ

て振興しなければいけない。ここに書いてるよう

に、着地型観光っていうのがなかなかまだ根づい

てないと思うので、このあたりやっぱり私も蔵貫

なもんですから新しくできたあのあたりのジオに

認定された場所の地元の方の熱意っていうのがま

だまだ少ないと思いますので、その辺りは地域で

頑張ってやらなければ、ジオという意味合いがな

くなってしまうというような今、危機感までも感

じているところです。 

この中でですね私がちょっと気になるのが、ジ

オパークの推進事業の中に、何カ所か防災が絡ん

でくるんですよね。このあたりの意味合いのとこ

ろ、防災とジオパークを絡めているこの意味合い

のところを説明していただければありがたいかな

と思います。 

○岡田経済振興課長 

ただいまの回答は中村係長から回答いたします。 

○中村ジオパーク推進室係長 

ジオと防災のかかわりなんですけれども、こち



－10－ 

らも切っても切れないと言っても差し支えないと

ころとなっております。 

ジオは今ある地形が、今のまま昔からずっと続

いてるわけではなくて、どんどん崩れたり流れた

り、そういったものが繰り返されて今の地形とな

っているっていうところがございます。もちろん、

その崩れた際、また土石流だったりとか、そうい

ったものが流れた際に、大きな災害となって、そ

の土地に災いをもたらすんですけれども、それも

またジオの一側面でありますので、野村の災害伝

承館等を活用しながら、ジオと災害、どうして今

こういうことになったのか。災害はなぜ起こった

のかっていうことを、子どもたちはじめ、大人の

皆様にも知っていただくことがジオの大切な使命

であると考えております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○森川委員 

以前は、お遍路さんや何かはバスで来る人が多

かったんですが、最近は個人で自家用車で来る人

が増えています。お遍路さん個人の車やったら、

城川や三瓶までいけると思います。 

民宿などの宣伝がちょっと足らんのじゃないと

かと思います。三瓶を早く下までおりるようにし

て、みんな三瓶のほうも見てもらうようにしても

らったらいいと思うんですが、その検討はしてな

いでしょうか。 

○岡田経済振興課長 

遊歩道につきましては９月議会のほうでもあり

ましたけども、どうしても現地がまだ危険という

ことで、まだ直す状況に至っておりません。 

また直すとなると、多大な予算も一緒にかかっ

てくるということですので、今はそこの遊歩道を

活用せずに海岸からの利用ということを主に考え

て今進めております。 

また、遊歩道が、何かの機会で直せるような機

会がございましたら、調整をしていきたいと思う

んですけども現時点では、危険ということと、予

算の関係の両方の観点から、ちょっと直すは難し

いかなと判断をしております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に、通告事業「文化の里施設管理運営事業」

について、担当課長の説明を求めます。 

○岡田経済振興課長 

それでは続きまして、成果報告書 61 ページ目

を御覧ください。「文化の里施設管理運営事業」

でございます。決算書は 275 ページからよろしく

お願いします。 

この事業は、宇和文化の里施設及び宇和米博物

館について、より効率的かつ効果的に公共サービ

スを提供し、施設の文化的向上、宇和文化の里の

観光振興を図るため、指定管理による運営をする

ものでございます。令和５年度より宇和文化の里

12 施設について、一般社団法人西予市観光物産

協会が、宇和米博物館につきましては、一般社団

法人ｎｆｃが運営をしております。 

実績評価といたしまして、令和５年度は延べ

2万 5061人の方がお越しいただきました。開明学

校、民具館、旧武蔵の宇和文化の里施設では、館

蔵品展をはじめ地域の歴史と季節に応じた企画展

や、明治時代の授業体験、かまど炊きなどの昔の

暮らし体験など体験事業を実施しております。 

また、宇和米博物館においては、教室を利用し

た貸しオフィス等の提供や、講堂での米市楽座の

開催、109 メートルの廊下を使った雑巾がけ体験

など、施設を利用した交流体験事業を実施してお

ります。 

今後も民官連携によりまして、ＳＮＳ等を活か

した積極的な情報発信や企画展、施設を活用した

イベントや体験事業を実施し、宇和文化の里の魅

力発信、活性化を図ってまいりたいと思います。 

なお、不用額 28 万円は、大部分が報償費と印

刷製本費でございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

米博物館の在り方についてちょっと検討してほ

しいなと思ってここ質問しました。 

先日もシェアオフィスの拡大で展示室を減らす

というふうな方針が発表されたと思うんですけど、

安易にシェアオフィスのほうを拡大して展示を減

らすという御決定がなされることにちょっと違和
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感を感じています。博物館と名前がついてますけ

れども、学芸員もおらず博物館とは言えないかな

というふうな、外部からの指摘ももらうんですけ

ど、私が自分が農家の娘なんで、米博物館大好き

なんですね。あと前の町長さんのメッセージもす

ばらしいものがあって、ただ西予市としてはこの

米博物館をどのようにされていくのかなというの

がちょっと見えないなというふうに思うんですが、

ちょっとお考えをここで聞かせてもらったらと思

います。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 00 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 01 分） 

○岡田経済振興課長 

確かに文化的な景観としてどうかというところ

もあると思うんですが、現在の入館者を増加させ

る意味で、展示閲覧型の博物館としてだけの入館

者ではこれからなかなか伸び悩むかなというとこ

ろがございまして、収蔵資料につきましては、市

が管理しておりますが、愛媛県の歴史文化博物館

等の専門家の指導を仰ぎながら、今のイノベーシ

ョンとなるサテライトオフィスとかと協働しなが

ら、しっかり収蔵物の展示っていうのも両立して、

少なくなりますが、その中で両立してうまく活用

しながら、展示のほうも進めていって、文化的景

観も大切にしていきたいなと考えているところで

ございます。 

○まつもと委員 

また、文化財の取扱いがあるんですが、所管的

に困難はありませんか。 

○岡田経済振興課長 

経済振興課所管となりまして、やはり文化財的

な所管的なところを判断できる専門の職員がござ

いません。 

ですので、経済振興課で整備する前は必ずまな

び推進課のほうに専門家がおりますので、そこと

相談しながら事業を進めるという意味では、１つ

手間がかかるのかなと感じているところです。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

どこの事業で御質問したらいいのかあれだった

んですけれども、経済振興課の事業全てにおいて

観光物産協会とっていうことが、いろいろと説明

の中でも出てくると思うんですけれども、経済振

興課とのすみ分けというか、どこが経済振興課で、

どこが観光物産協会が担っているのか。この後出

てくるふるさと納税とかも観光物産協会がされて

る。実際あのメンバー、人数で手が足りてるのか

なって、いろんなこと幅広くされてると思うんで

すけど、その辺りここで聞いていいものなのかち

ょっと私もあれなんですけど、御説明いただけた

らと思います。 

○岡田経済振興課長 

観光物産協会と経済振興課は切っても切れない

間柄になっておりまして、ツアーの醸成とか、そ

ういったところの観光的な誘客についても、観光

物産協会が開発していただいておりまして、西予

市の誘客を進めていただいているところです。 

あと今この宇和文化の里施設の指定管理につき

ましても、観光物産協会のほうに委託しておりま

す。これにつきましてもやはり、観光客の誘客っ

ていうところが大きなところがございますので、

そういった観点から、物産協会に一括してお願い

して、誘客プラスまちなみへの誘導というところ

を期待しての指定管理というものになっておりま

す。 

また、ふるさと納税につきましては後ほど詳し

く説明したいと思いますが、サイトの管理等をし

ていただいているということです。 

人数についてですが、確かに多岐にわたってで

すね、やっていただいております。今言った事業

のほかに物販のほうも一緒にやっていただいてお

りまして、物販の主力として、協力していただい

ておりますので、人数のほうは物産協会としては、

いっぱいいっぱいのところあるんじゃないかなと

こちらから見ても思うところでございます。 

いずれにしても、経済振興課には、物産協会の

協力なくしては、事業がなかなか進まないところ

がありますので、今後も協力連携しながら、観光

の誘致等を進めていきたいと考えております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○山下副班長 

それではもう端的に１点だけ。 

これ文化の里 12 施設あります。財源のところ

がですね、これ一般財源、その他この２つだけで

国とか、県の支出金というのはゼロっていうこと

なので、このあたりの兼ね合いっていうのは分か
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りますかね。他の国とかあるいは県からの補助金

のとり方とかっていうそういうふうな手段がない

のかどうかって。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 06 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 06 分） 

○岡田経済振興課長 

この事業費ですが、主な内容が指定管理委託料

となっておりまして、これに対する補助金等は現

在ございません。人件費等が主な委託料の中を占

めておりますので、そういったところで、これに

対しての国、県の補助金はないということで認識

しております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に、通告事業「国際交流事業」について、担

当課長の説明を求めます。 

○岡田経済振興課長 

続きまして報告書 66 ページ上段「国際交流事

業」を御覧ください。決算書は 211 ページからで

ございます。 

この事業は、海外の市や県と継続的な交流を行

うことで、友好的な関係を構築し、将来的に相互

間の経済の発展や異文化交流を通じた国際理解を

促すとともに、市内在住の外国人への生活支援を

行うことを目的としております。 

令和５年度は、７月に市長ほか関係団体代表者

がモンゴルドンドゴビ県を訪問しまして、今年３

月にドンドゴビ県知事ら関係者が本市を訪問し、

現地視察や意見交換を行いました。また、現在、

外国人の支援策として、日本語教室を市内４地区

で開催し、実人数 67 人の参加者をいただいてお

ります。 

実績評価といたしまして、交流のある国との訪

問・受け入れ回数として、先ほど申し上げました

ドンドゴビ県への訪問受入れを行いましたので２

回、交流人数は 16 人となっており、いずれも指

標は順調に推移していると考えております。 

なお、令和６年度からは、国際交流事業を各施

策の目的に応じて進捗管理するため、外国人生活

支援事業、友好都市等交流事業の２事業に分割し、

引き続き友好都市であるドンドゴビ県との交流を

進めるとともに、西予市在中の外国人支援のため

日本語教室等の施策を実施してまいります。 

なお、不用額 47 万 1000 円のうち、大部分は旅

費、費用弁償でございます。令和５年度は、ドン

ドゴビ県訪問に係る旅費等を当初予算に概算計上

していたため、実績により不用額が生じたもので

ございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

ありがとうございました。 

やさしい日本語講座もこの事業ですか。 

○岡田経済振興課長 

やさしい日本語校講座はこちらに入っておりま

せん。 

○まつもと委員 

ありがとうございました。 

西予市外国人が増えていて、300 人程度という

ことを聞いてて、67 人の実人数ということだっ

たんですが、これ目標値みたいなを掲げておられ

るんでしょうか。 

○岡田経済振興課長 

すみません。目標値は掲げておりません。 

○まつもと委員 

交流イベントというのは、ごめんなさいちょっ

と知らなくて、どういったものが令和５年度はさ

れたんでしょうか。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 06 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 06 分） 

○岡田経済振興課長 

ただいまの交流イベントです。 

３回行っておりまして、１回目が８月 27 日に

三瓶のほうで、外国人参加者の夏のお祭り体験イ

ベントを実施しております。浴衣の着付け、金魚

すくい、かき氷の提供等を行っております。 

２回目が 10 月８日宇和でグループに分かれて

卯之町の町並みをオリエンテーション形式で歩く

イベントを実施しております。 
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３回目が１月 14 日明浜のほうで、参加者がそ

れぞれ自国の料理を持ち寄って新年会を実施いた

しました。自国の正月、日本の正月について話合

いました。 

以上、３回のイベント交流となっております。 

○まつもと委員 

ありがとうございました。 

これは、外国人の方同士の交流という観点なん

でしょうか。それとも地域の人と外国人の方との

交流という意味合いなんでしょうか。 

○岡田経済振興課長 

ただいまの回答につきましては古川補佐から回

答させていただきます。 

○古川経済振興課長補佐 

ただいまの御質問ですけど、一応日本語教室の

目的としては、住んでいらっしゃる外国人の方の

生活支援という側面もあり、なおかつ市内に住ん

でいらっしゃる日本人との交流も進めていただき

たいという目的を持ってやってますので、対象と

しては外国人の方も参加できますし日本人の方も

参加できます。そういった形式をとっております。

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

○宇都宮俊文委員 

今の日本語教室、これ対象がモンゴルだけじゃ

ないと思うんですが、ベトナムおったりフィリピ

ンがおったり、本当に日本語教室、内容が伴うの

かというのがやはり長期でおるんであれば本当に

習えると思うんで、私ら、中学校高校６年間勉強

したって全くしゃべれないような状態なんで、１

日や２日で日本語教室が成り立つとは思えんのや

けど。交流目的であればいいんですが、本来の意

味でずっと永住するための日本語教室を目的なの

か。ただ、交流目的の教室なのか、その辺実態が

分かれば教えていただけますか。 

○岡田経済振興課長 

この事業につきましては、日本語習得っていう

ところではなくて、交流をメインにした４教室と

なっております。またこの参加者の国なんですが

アジア系の国が多いということで、カンボジア、

フィリピン、ミャンマー、ベトナム等のアジア諸

国の参加者が多いと聞いております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「ふるさと納税推進事業」につい

て、担当課長の説明を求めます。 

○岡田経済振興課長 

それでは、続きまして報告書 83 ページ下段に

なります。「ふるさと納税推進事業」を御覧くだ

さい。決算書は 207 ページからでございます。 

この事業は、西予市へふるさと納税をいただい

た方に寄附金額に応じた特産品を返礼品として贈

呈することで、寄附による財源の確保とともに、

西予市内の特産品等のＰＲつなげることを目的と

しております。 

令和５年度は、旧町ごとの事業者向け説明会を

初めて行い、ふるさと納税に参画する事業者増加

を図ったほか、事業者訪問も積極的に行いまして、

154 点の特産品を新規返礼品として認定し、ポー

タルサイト内の商品写真などやＰＲなどの見せ方

向上を行いました。 

また、ポータルサイト内広告やＳＮＳ広告、レ

ビューキャンペーン等の実施により、戦略的な宣

伝・広告の実施、費用対効果の高い情報発信に努

めてまいりました。 

実績評価といたしまして件数が 3 万 9961 件、

寄附金額が 4 億 9340 万 1000 円となっておりまし

て、令和４年度の実績と比較しますと、件数ベー

スで約 34％、金額ベースで約 31％の増加をして

おり、順調に成果が出ていると考えております。 

令和６年度についても、魅力ある市産品を効果

的にＰＲすることで、目標金額７億円を達成でき

るよう取組を進めてまいりたいと思います。 

なお、不用額 7611 万円のうち、主なものは、

報償費のふるさと納税返礼品や、ポータルサイト

や中間事業者への委託料でございます。本事業は、

事業費総額が大きい上、通年の取組となっている

ことから、支出についての予測が困難でありまし

て、減額補正ができなかったことでございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山下副班長 

今のふるさと納税なんですけども、金額がどん
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どん増えていくってのはもう本当にありがたいこ

とだと思います。 

今、問題になってるのは中間の業者の方の委託

料とかですね。その辺りの金額はやはりどうして

もどんどん伸びていく。 

このあたりの兼ね合いで、西予市として、ふる

さと納税に関わる委託料について、どのように考

えているかお聞かせ願いたいと思います。 

○岡田経済振興課長 

この回答につきましては、担当の竹本係長から

回答させていただきます。 

○竹本経済振興課係長 

御質問の件なんですけども、御質問のとおり

年々制度的にふるさと納税にかける経費っていう

のが、縮小されていってる段階で、中間事業者、

西予市については先ほど話題に出ました観光物産

協会さんと、県外の宮崎県の業者のほうに一部委

託しておりまして、新規返礼品の開発であったり、

返礼品の受発注業務等を委託しております。 

委託料については、昨年度、中間事業者と協議

いたしまして、今年度から数％下げてもらってお

ります。観光物産協会で言いますと、昨年度、寄

附額の４％から５％を委託料を払っていたんです

けども、今年度は約２％から３％に縮小していた

だいて、経費削減に努めております。 

○まつもと委員 

西予市は企業版ふるさと納税の実績はあります

か。 

○岡田経済振興課長 

令和５年度の企業版ふるさと納税の実績につい

てですが、令和５年度は２業者から計 300 万円の

寄附をいただいております。１企業からは物納を

いただいておりまして、もう１つの事業者につい

ては寄附をいただいているという状況でございま

す。 

○まつもと委員 

ありがとうございました。 

個人的な考えではあるんですが、ふるさと納税

って地方にとっては大変ありがたいなと思いつつ

も、返礼品にも外資が入ってきたり、都市部の首

長からは反対の声が高まってきたりして、いつま

で続くのか危うい税制度なんではないかと、ちょ

っと危惧しているんですが、西予市としては、お

考えはどのように持たれていますか。 

○岡田経済振興課長 

西予市といたしましても、これがいつまでも続

くととらえておりません。今が大体ピークぐらい

かなととらえております。 

ですので、財政当局とも相談しながら、これに

依存するような財源を組むような方向性ではなく、

これが縮小していくことを想定しながら、今後、

事業を進めていかないといけないなと思っており

ますが、経済振興課といたしましては、なるべく

これを税収確保のために事業を拡大していく方向

で事業を進めないといけないと考えておりますの

で、今年は７億円を目指して頑張っております。 

そういった意味では、経済振興課としては増額

になるよう、事業を進めていく所存でございます。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○宇都宮俊文委員 

もう大体これふるさと納税、多分ミカンが占め

る割合が多いと思います。私も当然ミカンも出し

たことありますし、また販売にも関わっておりま

すんで、これやっぱり例えばジュースとかであれ

ばそんなに品質に問題はないと思うんやけど、こ

の生果というのは言うたら、生産者任せになるん

で腐敗があったり、おいしくなかったり、品質が

悪かったりというのはこれ当然予測されるんです

よ。半分農家の良心任せというところもあります

し、その辺で、多分なクレームもあると思います

し、そこまで全員が全員、責任感持って出荷され

る方、そうでない方も実際おられる問題ですが、

その辺の品質の保証、それからクレームが来たと

きの対応、例えばクレームの件数とか今後の方針

とか分かりましたら説明願います。 

○岡田経済振興課長 

言われるとおり、生果につきましてそういった

ところがありまして、クレーム等もあると聞いて

おります。そうするとそういったクレームが増え

てくると、西予市自体のサイトが人気がなくなっ

てきますので、その辺については、担当がクレー

ムが入ったときにすぐ直接業者と話をして、こう

いったとこは直してくださいっていうところは説

明しております。 

また、各地区の事業説明でもそういったところ

はしっかり説明させていただきまして、みんなで

協力して売上げを上げようということで、Ｗｉｎ

－Ｗｉｎの体制を構築しようということは常に担

当から説明させていただいておりますので、その
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辺についてはしっかり押さえていきたいと考えて

おります。 

クレームの件数については現在押さえておりま

せんので、この後、報告させていただきたいと思

います。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に、通告事業「四国西予ジオミュージアム管

理運営事業」について、担当課長の説明を求めま

す。 

○岡田経済振興課長 

続きまして報告書にはございませんが、「四国

西予ジオミュージアム管理運営事業」の説明をさ

せていただきます。決算書は 209 ページからでご

ざいます。 

この事業は、ジオパーク学習の拠点として、四

国西予ジオパークに存在する自然・文化に関わる

地域資源となる資料の収集、整理、保存を行い、

調査・研究活動とそれに連動した展示企画を行う

とともに、観光のハブとして、市内外からの来館

者を市内観光地へ送り出す役割を持ったジオミュ

ージアムを管理運営するものでございます。 

実績評価といたしまして、令和５年度は、年間

入館者目標の２万人を超える 2 万 6244 人の方に

お越しいただきました。そのうち有料の常設展示

場への観覧者数は 4,085 人となっておりますが、

企画展示室での企画展として、アンモナイトと海

の生き物化石たちをはじめ、他、ジオパークや愛

媛大学とコラボした展示を年３回開催しており、

多くの方に観覧いただいております。また、ジオ

ミュージアムを利用した学習活動として、主に市

内の学校や幼稚園、保育園などから 25 団体、約

650 人の子どもたちに利用いただいており、西予

市の大きな地域遺産や足元の大地について学ぶ機

会を提供できたと考えております。 

不用額につきましては 187 万 6000 円でござい

ました。主な内容として、印刷製本費、光熱水費、

委託料に不用額が生じております。 

今後の方針につきましては、積極的な情報発信

や、企画展、イベント等の実施、体験活動の導入

など、市民や観光客に対して魅力的な施設となる

よう努めますとともに、ギャラリーしろかわ、城

川歴史民俗資料館を含む３館連携による集客力の

向上を図る所存でございます。 

以上で説明を終わります。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

先ほどもおっしゃったと思うんですが、このジ

オミュージアムを拠点にしてそのあとジオサイト

への誘致を諮っておられるのが考えとしてあると

思うんですが、ジオミュージアムからジオサイト

に行かれた数なんかは分からないと思うんですが、

ジオサイトに行ってもらうように何かジオミュー

ジアムから来られた来館者の方に働きかけみたい

なのがあるんでしょうか。 

○岡田経済振興課長 

ただいまの回答は、中村係長から申し上げます。 

○中村ジオパーク推進室係長 

ジオミュージアムから各サイトへということな

んですけれども、ミュージアム、展示の内容に関

しましても、各サイトへ時間であったりとか、こ

こはこういうところだっていうところをミュージ

アムの写真等でお知らせをしております。その写

真を見てこれがどんなだろうと思ってもらって、

各地域に足を運んでいただくという展示方法を行

っております。 

また、ミュージアムの中に学芸員等もおります

ので、そちらの補足説明を行って実際に行ったら

こうですよ、そういったこともお答えできるよう

に準備をしておるところでございます。 

また、各サイトからいただいております資料で

あったりとかそういったものは館内に展示等を行

っておりまして、これからもより一層、サイトへ

の周遊を図っていくということを目標にしており

ます。よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

その他、質疑はありませんか。 

○山下副班長 

これからのジオミュージアムの運営ってのは非

常に難しいかなと、リピーターのお客さんっての

はなかなか取り込むということは難しい施設にな

ってると思いますので、令和５年度は２万人を越

した、目標数値としてどれぐらいの人数の方が入
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館される、中に入ってくれるっていうのも当然必

要になってこようと思いますけど、目安としてで

すね、どれぐらいの方がっていう目標数値ってい

うのはありますかね。 

○岡田経済振興課長 

一応入館目標として２万人を設定しております。

それで今言われたように常設展示っていうのが、

なかなか変えることができませんので、今後、入

館者を、リピーターを増やす意味でも、企画展示

等のほうで力を入れながら、なるべく真新しいよ

うな企画を実施することによって、誘客のアップ

も目指していきたいなと考えております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」経済振興課所管分につい

て認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○源班長 

挙手全員により、当分科会としては原案どおり

認定することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 30 分） 

 

【農業水産課】 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 40 分） 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算認定について」農業水産課所管分について

を議題といたします。 

まず歳入について、担当課長の説明を求めます。 

○松末農業水産課長 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」農業水産課所管分につい

て、歳入について御説明させていただきます。 

決算書の 73 及び 74 ページを御覧ください。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、6 節農林水

産業費雑入において 6 万 3389 円の収入未済額が

発生しております。これは、城川ふるさと創作館

電気料２月分及び３月分であります。この電気料

につきましては、使用者から納入していただくも

のになっておりますが、５月 30 日に金融機関に

納入済みではありますが、出納閉鎖ギリギリであ

ったとあったことから、本庁会計課の会計処理が

６月３日になったため、収入未済となったもので

ございます。 

以上で、農業水産課所管の所管分の歳入につい

て説明を終わります。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に、順番が変更になりますが通告事業「物産

会館管理運営事業」について、担当課長の説明を

求めます。 

○松末農業水産課長 

それでは次に主要な施策の成果報告書及び決算

に基づき、通告のあった事務事業について順に説

明させていただきます。 

なお事業の実績につきましては、１つの事務事

業に複数の実施事業があることや、予算決算がな

い事務事業についての説明を求められております。

事業説明資料を作成し配付させていただいており

ますので、資料に沿って説明させていただきます。 

今班長からありましたように、順番ですが、担

当職員の業務の関係上、物産会館管理運営事業を

一番最初にさしていただきまして、審査後、担当

者退席ということでさせていただきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いします。 

説明資料の３ページ目を御覧ください。 

当事務事業、西予市物産会館のジオキッチンに

おいては、レストラン及びイベントホールを整備

し、地域農林水産品の加工調理を行い、付加価値

のついた商品を提供しており、地場産品の消費拡

大、地産地消の推進及び観光交流人口の拡大を図

っております。 

令和５年度の実績としましては、スタジオ、イ

ベントホールが 39 回、約 1,000 人、レストラン

では 11 団体、223 人の利用となっております。 

以上で事業の説明を終わらせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 
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これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

ジオキッチンなんですが、いつも市民の方から

言われるんですが、建物は建ったのはいいが利用

数が少ない。もっと、活用してどんぶり館のお客

さんを引っぱるように何とかできないのかいう意

見が多いんですが、どのようにこれから利用者を

増やす方法を考えていますか。 

○松末農業水産課長 

ただいま森川委員さんから御質問がありました。

利用が少ないのではないかという御質問だったと

思いますが、ジオキッチンについては令和元年度

４月にオープンをしてから順調に利用が増えてお

りましたが、令和２年に入り新型コロナウイルス

の影響によりまして、大きく利用が減少いたしま

した。令和４年度から徐々に回復はしてきたもの

の、今度は旅行の形態が、団体旅行から個人旅行

にシフトし、また団体旅行ではあるものの、昼食

は個人支払いにすることが多くなり、団体利用が

少なくなっている状況もあると聞いております。 

現在は、お遍路さんの利用客が増えてきており、

徐々に利用も増えてきている状況でありますが、

オープン当初ほどにはまだ回復していない状況で

す。今後そういう利用客にＰＲを行いながら、利

用の増加を目指していきたいというふうに考えて

おります。 

○宇都宮久見子委員 

ちょっと予算の関係じゃないんですけど、こち

らいろいろと教えていただきたいことがあるなと

思って、今、森川委員も言われたみたいに市内い

ろんな方があそこやりよるん、何しよるんってい

うことをよく言われるんですけど、まず１点、決

算のときに令和元年、２年、３年はどんぶり館の

中でジオキッチンについて触れられてたんですけ

ども、それ以降ジオキッチンについて全く触れら

れなくなって、どんぶり館の予算の中で、ジオキ

ッチンにイベントホールでもいいですし、レスト

ランでもいいんですけど、ここでの収益はどんぶ

り館の決算の中のどこに入ってるんですか。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 48 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前 10 時 49 分） 

○松末農業水産課長 

宇都宮久見子委員の御質問ですが、決算書の中

にどの部分にこの収益が入ってきてるかっていう

ことなんですけど、ほかの青空市場での野菜を売

ったりすると手数料が入ってくるんですが、それ

と同じような形で、手数料として収益に上がって

きております。 

手数料なんですけど、レストランのほうが売上

の15％、それからイベントホールのほうが売上の

10％、これは市内です。市外は 12％という収益

が入ってきております。 

○宇都宮久見子委員 

何点も申し訳ないんですけど、レストランなん

ですけど、今誰がお料理されてるんですか。 

○松末農業水産課長 

現在は、城川町のちゃぼ亭さんがあそこで入っ

ておられます。ここの物産会館の運営については

株式会社どんぶり館に委託しておりまして、運営

については、株式会社どんぶり館の裁量で運営し

ていただいております。 

株式会社どんぶり館とちゃぼ亭が契約を結んで

使用しているということになっております。 

○宇都宮久見子委員 

いろいろ市民の方から聞かれることで答えれる

ようにはなったかなと思うんですけど、一番初め

に森川委員の言われたように、数は今回こうやっ

て出してもらってますけど、その答弁で団体旅行

に変わってきた。団体旅行から個人に変わってき

たとかっていう説明があったんですけど、それな

らそれなりの対応をしないとどんぶり館さんが考

えることではあるんですけど、一応その補助金と

しても出してる以上、やっぱり変わったなら変わ

ったなりの違う方法を少しずつやっぱり考えてい

って、利用が増えていくような方向を検討してい

く必要があるんじゃないのかなと思うんですけど、

そこに関しては課長のさっきの答弁の中でもあっ

たように、お遍路さんの関係とかいろいろ言われ

てたんですけど、その辺りもう一度ちょっと改め

てお伺いしたいと思います。 

○松末農業水産課長 

今の宇都宮久見子委員の質問ですけど、団体旅

行客のお昼とかが主にジオキッチンのレストラン

の使用になるというふうに思っておりますが、１

回目の答弁で申し上げましたように、お昼につい

ては個人のお支払いにということで、そうなると

物産会館にあるレストラン、本体のほうのレスト
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ランの売上につながっていくということで、そこ

は伸ばすというか、収益が上がってくるんですけ

ど、ジオキッチンのレストランを使ってもらう団

体客の増加を何とかしなければいけないというふ

うに思っておりますけども、まだちょっとコロナ

禍明けてからの、本当に本格的に地方のほうに観

光客が向いて来てくれてないというところがあり

ますのでその辺を今後ＰＲしていかなければなら

ないというふうに考えております。 

○宇都宮久見子委員 

参考までに、イベントとレストラン両方になる

とあれなんですけど、レストランに関しては、令

和５年だったら 11 団体っていうことは 11 日間の

稼働っていうことでいいんですか。 

○松末農業水産課長 

今の宇都宮久見子委員の御質問にお答えさせて

いただきます。これ臆測になってしまうんですけ

ど、恐らく１日２団体の対応はできないというふ

うに思っておりますので、11 日間の稼働という

ことになろうかというふうに思っております。 

○宇都宮久見子委員 

ありがとうございました。 

こちらやっぱり人目につくところですし、せっ

かくきれいな建物設備整ってるので、活用して進

めていっていただきたいなと思いますので、その

辺りどんぶり館のほうと連携して、また進めてい

っていただけたらと思います。よろしくお願いし

ます。 

○まつもと委員 

今の宇都宮久見子委員の質問のところで、変化

に対応して、方針を変えて、利用者を増やす仕組

みはどうですかっていうふうに問われたと思うん

ですけど、それに対しての答えは、団体客の利用

が戻るようにＰＲするというお話だと思います。 

市としてはもうこのやり方、団体客へのレスト

ラン利用っていう方針を変えないでこのままジオ

キッチンとしては、団体客用のレストランとして

しかＰＲしないという考えなんでしょうか。それ

とも、個人に向けての利用や、また別の利用方法

を検討されるっていうことなのか、ちょっとそこ

ら辺が分からなかったんで教えてください。 

○松末農業水産課長 

レストランの活用方法としては、団体旅行のお

昼を提供するということと、夜の宴会いわゆる飲

み会これにも対応しておりますので、そこの数も

増やしていって利用も増やしていかないといけな

いかなというふうに思っております。 

個人の対応になると、物産会館本体のレストラ

ンと競合をすることになりますので、なかなかそ

こはちょっと難しいのかなと思いますが、株式会

社どんぶり館と協議をしながら、競合がしないや

り方があるのであれば、協議しながら対応してい

きたいというふうに思っております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 58 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前10時59分） 

次に、通告事業「明浜柑橘加工施設整備事業」

について、担当課長の説明を求めます。 

○松末農業水産課長 

成果報告書の 37 ページ「明浜柑橘加工施設整

備事業」説明資料では１ページになります。 

西予市明浜柑橘加工施設は、明浜地区で生産さ

れた柑橘を活用し、地域農産物の販売額の増加と

地域の雇用を創出することで、明浜地区の活性化

を目指すことを目的に整備をいたしました。 

令和５年度の実績としましては、令和４年度に

制作しました搾汁・充填機器を加工施設に設置し、

予定どおり令和５年 11 月から供用開始しており

ます。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮俊文委員 

ちょっと２点ほど細かいことを聞きたいと思い

ます。 

まず、インラインであれば搾汁率 40 から 50％

ぐらいだろうと思います。遠心分離機かけたらち

ょっと減ったりとかいうことで、多分 40 そこそ

こはとれると思うんですが、大体専門の人が最初

の調整が難しくてあまり搾汁率を上げると、皮の

成分が入ったり、苦味が出たりする。例えば１ト

ンの原料持ってきて１リットルで 40％なら 400本、
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50％なら 500 本できるわけなんですが、大体もの

が確実に搬入されて、計画どおりに運用されてる

のか、それを１点。 

昔だったら一晩中運転して利益が上がるのがあ

ったんですが、そういう時代じゃないんで、時間

も限られている中で、計画どおりやれてるかどう

かまず聞きたいと思います。 

○松末農業水産課長 

ただいまの宇都宮俊文委員の御質問、計画どお

りに運用がされているかどうかということなんで

すが、担当の山口係長から説明させていただいて

よろしいでしょうか。 

○山口農業水産課係長 

私から説明させていただきます。 

当初、御指摘のとおり機械の調整にかなり時間

を要しまして、歩留りが４割を切るというような

こともございましたが、機器の調整を行いまして、

５割ほどの歩留りを達成しております。 

また、搾汁量につきましても、当初といいます

か、令和４年度は 210 トンほどの原料を絞ってお

りましたが、令和５年度は 692 トン、約 3.3 倍ほ

どの搾汁をしておりますので、若干計画よりも落

ちるんですが、ほぼ計画どおりと言っていいと思

います。 

○宇都宮俊文委員 

ありがとうございます。 

もう１つ横に冷凍庫、ジュース原料を保管する

ための冷凍庫が整備されましたが、これも冷凍庫

をつくったところが空いていたら、採算合わんの

ですが、本当に埋まっているのかその確認をさせ

ていただきますか。 

○松末農業水産課長 

ただいまの宇都宮俊文委員の質問についても、

担当の山口係長からお答えさせていただきます。 

○山口農業水産課係長 

予定しておりました大きさといいますか、数量

が約 180キログラムのドラム缶で 1,400 本ほど入

る予定でしたが、ピーク時にそちらのほうが満杯

になっておりますので、計画どおり使えておりま

す。８月末現在で約 900 本ということを伺ってお

りますので、原料をかなり絞ってということもで

きております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○森川委員 

一般財源の 4900 万円はどっからの収入やった

んでしょうか。 

○松末農業水産課長 

森川委員からのその他の財源 4900 万円はとい

うことなんですが、これは過疎債を充当しており

ます。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「農村環境保全向上活動支援事業」

について、担当課長の説明を求めます。 

○松末農業水産課長 

次に成果報告書の 38 ページ「農村環境保全向

上活動支援事業」は、説明資料の１ページになり

ます。 

当該事業は、多面的機能支払交付金を活用して

農用地、水路、農道等の農業基盤の維持管理に係

る共同作業を後押しすることにより、担い手農家

の負担軽減と営農活動を推進するものです。 

令和５年度の実績としては、市内の 93 組織が

本事業に取り組んでおり、約 1 億 3400 万円の支

払交付金を活用して、事業計画に位置づけられた

農地維持、共同活動、長寿命化に伴う活動を行う

ことで、農地及び農業用施設の保全を図り、農村

環境の向上につなげております。 

また、この多面的組織を活用した田んぼダム推

進事業にも取り組んでおり、令和５年度の実績と

しては、前年度実施した２地区に新たに３地区を

加え、計５地区で実施し、87 ヘクタールの田ん

ぼにＶ字型堰板を設置し、管理された水田を活用

した肱川流域治水対策の取組も行っております。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山下副班長 

ここの表には出てないんですけど、資源向上支

援交付金の中の、長寿命化っていうのがあると思

います。これで一応、全体組織として 38 の事業

体があって、これを見て三瓶がゼロっていうのに、

私、三瓶だったんでちょっと気になったもんです
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から、この内容についてお伺いしたいなと思って。 

○松末農業水産課長 

ただいまの山下委員の長寿命化の 38 団体が取

り組んでいる事業内容について、担当の松本主任

からお答えいたします。 

○松本農業水産課主任 

先ほどの質問に関してなんですけども、長寿命

化の事業に関しては、老朽化が進む農地周りの農

業用地の水路、農道等の施設の長寿命化に必要な

補修、更新等が必要な場合に組織がそういった農

道、水路を直すっていう事業になりまして、三瓶

は先ほどゼロということでした。 

活動組織でメニューを５カ年計画ではあるんで

すが、最初の段階でそのメニューを選ぶか選ばな

いかっていうことができまして、三瓶は選んでい

る組織がないという状況になっております。 

○山下副班長 

付随してですけど、その選ぶ組織が三瓶にはな

いっていうことで、例えば、蔵貫なんかでも水田

の作付面積が７ヘクタールぐらい多分あると思う

んですけど、今年度初めに水田の水路のところに

エアーを膨らませるダムがあって、そこに穴が開

いて、今年度は大丈夫だったんですけど、来年度

に向けて直さんといけないということで、市のほ

うからも来ていただいたんですけどね。そういっ

た流れの中、組織でそういったものが出なかった

のかなと思って。ですから結局その三瓶の団体組

織ってのはどういうふうな団体組織があるのかっ

ていうのをもしよかったら。 

○松末農業水産課長 

ただいまの山下委員の御質問に担当の松本主任

がお答えいたします。 

○松本農業水産課主任 

先ほどの修繕等に関してなんですけど、長寿命

化は大きな工事、修繕等になりまして、簡易なも

のでしたらほかのメニューで対応できますので、

もし対応されるんであれば、そういった簡易なほ

うの修繕を使って、三瓶の組織がやってるかもし

れませんし、ちょっと分からないですけど、対応

は可能ということです。 

三瓶の組織６組織あります。朝立、津布理、鴫

山、蔵貫浦、蔵貫、皆江のほうで６組織活動して

おります。 

○河野委員 

多面的の組織ですけれども、私も城川で入って

おります。それで長寿命化の事業もしとるわけな

んですけれども、内示が遅い。２月末には工事を

済ませなければいけないというようなことで、毎

年業者の方に無理を言って、何とか済ましてきと

るんですけれども、もう少し、内示の前、事前着

工言ったらあれかもしれませんけれども、そうい

った対応を国のほうに上げていただきたいと思っ

ております。 

○松末農業水産課長 

ただいまの河野委員の御質問に担当の松本主任

が答えます。 

○松本農業水産課主任 

さっきほどの質問に関してなんですが、内示が

遅い。確かに、去年が 11 月ぐらいに内示を組織

にさせていただいております。多分６月末までに

その組織のほうから変更のいろいろ事業量等の変

更等を出していただいて、それをもとにまたこち

らの要望を県、国に上げて、その要望がまた国、

県からおりてくる。それが、10 月とかぐらいに

なってしまいまして、こちらも急いでやっておる

んですが、どうしてもちょっと遅くなっていると

いう現状はございます。 

また、やり方はまた検討して、なるべく組織に

少しでも早くおりるような方法を検討していかな

いといけないかなと思っております。 

○まつもと委員 

１点、田んぼダムのエリアの選定はどういうふ

うに決定されたのかだけ教えてください。 

○松末農業水産課長 

田んぼダムのエリアの決定でございますが、ま

ずは、ほ場整備が完了している、しかも、上流の

区画が大きい宇和町で進めようということで、事

業に取りかかる前に、宇和町で取り組んでよいか

ということで、理事者に決裁を上げてそれで進め

ることにしております。そのときに全体計画、ち

ょっと覚えてないんですけど、まずは、杢所、清

沢から取り組んで、そのあと加茂、大江、田苗真

土、中川地区を取り組んで石城地区へというふう

な順番でありましたので、ただいまそういう順番

で、当初の事業計画に沿って、エリアを決めて進

めているところです。ある程度進捗した場合には、

見直しも図っていかないといけないのかなという

ふうに思っています。 

○まつもと委員 

田んぼダムの成果が見やすいところがあるから、
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この中川地区にしたのかなあと思って聞いたんで

す。大雨が降ったときにせきとめられてる水位を

算定する場所がポイントとして、中川の田んぼで

やるとそれが見やすいというようなことで中川を

最初にやられたということなんでしょうか。その

辺りを聞きたかったんですけど。 

○松末農業水産課長 

まず計画に基づいてっていうことと、あと成果

が見えやすいっていうのは、ほ場整備をしていた

ら、ある程度成果がどこの田んぼであっても出る

のかなというふうに思っております。 

大体田んぼの形状っていうのは、ほ場整備をし

たところであれば大体同じで、畦畔も丈夫でしっ

かりしておりますし、そこに水位計を設置して効

果の検証をしておりますけども、石城の田んぼで

あっても、多田の田んぼであっても、中川でも、

伊賀上でもある程度同じような成果が得られると

いうふうに思っておりまして、事業計画に沿って、

進めていっている中川から始めたということでご

ざいますし、あと、多面的機能の組織、杢所、清

沢のほうで話を持ちかけると協力していただくと

いうことでありましたので、そこから始めました。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「農作物被害対策事業」について、

担当課長の説明を求めます。 

○松末農業水産課長 

成果報告書を 39 ページ「農作物被害対策事業」

資料の２ページになります。 

当事務事業は、農作物への侵入防止施設を整備

するとともに、有害鳥獣の捕獲、駆除等を支援す

ることで、農作物への被害防止を図っており、令

和５年度の実績としては、ワイヤーメッシュ柵

6,803メートル、電気柵 1万 9767メートル、防鳥

網２アールを整備しております。また有害鳥獣の

総捕獲数は 3,834 頭となっております。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

やっぱりイノシシが最近は宇和中学校の近所ま

でおりてきて畑などを荒らしてます。もっと、県

の予算をとってもらうように、県へもっとしっか

り要望してもらうようにお願いしたらと思います。 

○松末農業水産課長 

県の事業でありますが、ある程度まとまった受

益面積があるところが対象となっておりまして、

ＪＡひがしうわであるとかＪＡにしうわであると

か大きな認定農業者、法人であるとかそういうと

ころから要望がありましたら、県のほうに要望し

ておるところです。 

そういう要望が多数寄せられたときには、私ど

もも協力的に精力的に県のほうへ要望していきた

いというふうに思っております。 

○まつもと委員 

事業内容にジビエ利用推進というのがあるので、

それに関連したことで聞きたいんですけど、西予

市に在住している外国の方でジビエがより生活文

化の中でノーマルな方々に、わな猟の免許の取得

なんかの支援はできないのかなと思っているんで

すが、その辺りはメニューにあったりしますか。 

なるべくこの被害を減らすという観点で、外国

の方だったら捕まえて食べるということがよりノ

ーマル...ちょっと私お声を聞いてるんですね。

獲って食べれないのかって、猟には免許が要るの

でっていうことで止められたということを聞いて。 

そういう方に対して免許の取得の支援、外国の

方なので日本語等の支援とか、そういうこともジ

ビエ利用促進の中には考えとしてあるのかなとい

うのをちょっと聞いてみようと思って、ここで聞

かしてもらったんですが。 

○松末農業水産課長 

今のまつもと委員の御質問です。 

担当の山口係長から答弁をさせていただきます。 

○山口農業水産課係長 

ジビエのメニューなんですが、このメニューは

ししの里そういったところで使わせてもらう分に

ついて、研修などそういった費用ということで入

っております。 

そして今、御質問のありました狩猟免許の取得

支援については、県のほうでハンター養成塾とい

うものがございます。こちら免許取得にかかる費

用をある程度、ほとんど支援していただく事業で

す。県の事業ですので来年度あるかどうか、また
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枠のほうが確か県内 50 名ほどといったことがあ

りましたので、そういった予算の限りはあると思

うんですが、もしその方紹介していただきました

ら、市のほうから推薦を上げるということになっ

ておりますので、ぜひ推薦のほうをさせていただ

きますので、また、おつなぎいただけたらと思い

ます。お願いします。 

○兵頭班長 

その他質問ありませんか。 

○河野委員 

鳥獣害の防止柵、電気柵なり、ワイヤーメッシ

ュですけれども、県の補助等があって５年か７年

かの保全をせよという話を聞いております。電気

柵にしても５年も６年もすると、大体傷んで、更

新の時期がくるかと思うんですけれども、そうい

ったときに、続けて補助の申請とかできるかどう

か、どんなでしょうか。 

○松末農業水産課長 

ただいまの質問は、担当の山口係長のほうから

説明させていただきます。 

○山口農業水産課係長 

ただいま御質問のありました件なんですが、国

の補助金ですとワイヤーメッシュ、耐用年数が

14 年になっておりますので、14 年たたないと次

の更新ができないということになっております。 

電気柵ですと、たしか機械ですので７年といっ

た耐用年数、経ってからの更新、言われるように

ワイヤーメッシュ、以前入れておりましたワイヤ

ーメッシュにつきましては、赤さびがかなりひど

くてさびて使えなくなってしまう、14 年もつの

かどうかっていう話もございました。そのためか

国で要件として、メッキ仕様にするというのが、

近年できまして、ここ数年はメッキ仕様の柵をし

ておりますので、何とか 14 年もつんではないか

と思っております。７年ぐらいではなかなか更新

難しいというような状況でございます。 

○宇都宮俊文委員 

私もイノシシの被害者なんですが、電気柵やっ

ても入る。ワイヤーメッシュやってもイノシシの

ほうが利口なんで下を掘り上げて入ると。 

これ本当に何をやってもいけんということで、

今、ワイヤーメッシュの上に黒いシートみたいな

のをずっと長くして、目隠しにしたら入らんとか

いうて、私ももうこれしかないかなと今思いよる

んですが、やはり今の補助対象はメッシュと電気

柵なんですが例えばそういう附属のもの、これ農

家がいろいろ考えてやりよるんですが、下にトタ

ンを張ってみたりするんですが、そういうのは今

後補助対象にならないのか。 

実際この２つじゃもう今対応ができないのが現

実なんですが、例えばそのために付属で足すもの

について、例えば農家、団体から申請があった場

合に対応できるのか。暫時休憩でも構いませんの

で答えてもらったら。 

○松末農業水産課長 

ただいまの宇都宮俊文委員からの御質問ですが、

担当の山口係長から答弁させていただきます。 

○山口農業水産課係長 

今の国、県の補助事業上は難しいんですが、市

の単独事業におきましては、言われるようにイノ

シシの視覚で遮られると中に入りづらい、習性上

入らないということがございますので、トタンや

黒いもので目隠しするというのは有効かと思われ

ます。 

それの補助につきましては、現状の市の補助上

は、同一年内もしくはワイヤーメッシュとトタン

を一緒に整備するのでということでしたら大丈夫

なんですが、年度を越えて、一度ワイヤーメッシ

ュしたところに、どうしてもまだ被害があるので

そこのトタンをするということでしたら対象にで

きます。年度を越えて、ワイヤーメッシュしてい

るところに、次年度、また新しくトタンをしたい

というのでしたら、全く問題なく対象になります。 

説明の仕方が下手だったんですが、一体的にす

るということで、ワイヤーメッシュ例えば 50 万

円、トタンが 40 万ということでするのであった

ら、もう全然対象になるんですが、いかんせん市

単のほうが上限が３万円しかございませんので、

ちょっとなかなかそういったとこ難しいかなと。

国や県になると、同じほ場でもう一度というのは、

先ほどの耐用年数を超えて、ということでしたら

大丈夫なんですが、そういったことはなかなか難

しいかなと思います。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 29 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午前 11 時 31 分） 

ほかに質疑はありませんか。 

○河野委員 

ちょっとお聞きするんですけども、一番下に有



 

－23－ 

害鳥獣の補助金が載っております。これ林業課の

ほうの鳥獣害被害の事業とダブってもいいという

ことですか。 

○松末農業水産課長 

ダブって構いません。ほとんどダブっていると

いうふうに思っております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に、通告事業「畜産配合飼料価格高騰対策支

援事業」について、担当課長の説明を求めます。 

○松末農業水産課長 

成果報告書 40 ページ「畜産配合飼料価格高騰

対策支援事業」説明資料２ページになります。 

当事務事業は、配合飼料価格高騰の影響を受け、

逼迫している畜産農家の経営安定を図るため、配

合飼料価格安定基金加入者に対し、支援するもの

であります。 

令和５年度につきましては２回の支援を行って

おりますが、実績としては１回目の支援は６月補

正で 1 億 2000 万円の予算を計上し、17 経営体に

1 億 20 万 6807 円を支援しております。２回目に

つきましては、12月補正で 1億 1099万 3000円を

計上し、令和５年４月から９月分を 16 経営体に

5014 万 570 円の補助金を交付し、10 月から令和

６年３月分については補填対象数量が令和６年５

月に確定するため 6079 万 3000 円を翌年度に繰越

しております。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

野村、城川では、もう畜産農家の採算が取れな

いで廃業するとこが増えてきています。牛の数も

だんだん減ってきている状態です。北海道のほう

ではサイロをつくって、餌を貯めとくとこがあり

ますが、サイロをつくって補助するような方法は

できないのでしょうか。 

国や県に対策を要望することが一番大事だと思

いますが、しっかりした対応をしてもらわんとま

た増えることはなしに、だんだん減るばっかりだ

と思ってます。野村町の畜産農家も困っている方

がほとんどです。 

○兵頭班長 

森川委員に申し上げます。 

これは決算審査ですので、サイロの要望などは、

一般質問なりでやってください。 

○兵頭班長 

質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「明浜ふるさと創生館管理運営事

業」について、担当課長の説明を求めます。 

○松末農業水産課長 

成果報告書 41 ページ「明浜ふるさと創生館管

理運営事業」説明資料は２ページを御覧ください。 

当事務事業は、令和５年 10 月までは明浜町の

資源を活用し、地域活性化を図るため受託搾汁・

充填、自社製品の開発を行っていましたが、新柑

橘加工施設の運用に伴い、10 月に施設の稼働を

停止し、12 月から解体、跡地整備工事を開始い

たしました。しかしながら、工事が年度内に完了

ができなかったため、令和６年度に事業を繰越し

ております。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」農業水産課所管分につい

て、認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○兵頭班長 

挙手全員により当分科会としては原案どおり認

定することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 38 分） 
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【林業課】 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後１時 00 分） 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」林業課所管分についてを

議題といたします。 

通告事業の「森林整備担い手確保育成対策事業」

について担当課長の説明を求めます。 

○酒井林業課長 

それでは、認定第１号「令和５年度西予市一般

会計歳入歳出決算の認定について」林業課所管分

について、決算書及び主要な施策の成果報告に基

づき、事前に通告のあった事務事業について順に

御説明させていただきます。 

まず、成果報告書の 42 ページ「森林整備担い

手確保育成対策事業」を御覧ください。 

決算書は 191 ページからでございます。 

当事業は、認定林業事業体等が林業従事者の労

働安全衛生の充実、技術及び技能の向上、福利厚

生の充実を図ることを目的とする事業です。 

実績評価といたしましては、令和５年度は、市

内林業従事者の労働安全衛生の充実や技術・技能

の向上を図るため、労働安全装備品の購入や、研

修等に係る経費への一部支援を行い、４人の新規

就労者が就業いたしました。 

今後も、新規就労者確保とともに、現従事者の

継続雇用は大きな課題であるため、継続的な支援

に努めてまいります。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

ないようでしたら私のほうから１つ、森林組合

作業班等保育整備事業そして最後に、高度林業機

械技士育成促進事業とあって、その下に育成事業

の森林組合、エフシー、キクチ観光、山之内林業

ほかとありますけど、あと何社かあるんですか。 

○酒井林業課長 

認定林業事業体は西予市森林組合と株式会社エ

フシー、キクチ観光株式会社、株式会社山之内林

業、村上林業有限会社の５社ありまして、研修な

どの受講料の一部の補助につきましては、認定林

業事業体以外もとれますので、山口木材が補助の

ほうを取られております。 

○兵頭班長 

もう１つ関連なんですけど、林業者もかなり若

い方が今入られてると思うんですけど、昨年は４

人の新規就労があったということで、今後、来年

度以降ですけど、まだ伸び代はあると考えられて

おりますか。 

○酒井林業課長 

昨年度は４人、就業されましたが今年は、今の

ところ１人新規就業されております。来年度以降

も引き続き、就労者が増えるように対策をしたい

と思っておりますが、なかなか多くは増えない状

況ですので担い手確保対策について今後も検討し

ていきたいと思っております。 

○まつもと委員 

私も１つ。この令和４年に５人、令和５年に４

人の新規就労者の方は、今も継続して勤めておら

れますでしょうか。 

○酒井林業課長 

令和４年度に５人、令和５年度に４人とありま

したが、全員が、今も継続している状況ではござ

いません。詳しい人数につきましては、今、ここ

で資料がありませんので後ほど報告させていただ

きます。 

○兵頭班長 

その他何か。 

○河野委員 

森林整備の担い手確保ということですので、担

い手というのに何か年齢制限とか、実際に新規に

就労された令和４年５人、令和５年には４人とさ

れておりますけれども、そこら辺の状況を教えて

いただいたらと思います。 

○酒井林業課長 

この担い手確保対策事業の補助金の内容ですが、

新規の就労者だけではなく年齢制限はなく退職金

の掛金の一部補助とか、安全装備に係る補助、研

修の受講料の一部補助とか蜂アレルギーの注射器

の補助、林業資格取得に対する費用の一部補助、

高性能林業機械のリース料の補助がありまして、

新規就労者だけではなく、林業事業体の軽減を図

る意味もあります。そういった補助になります。 

○河野委員 

事業の内容は分かったんですけど、この新規に

就労した作業員数というのがありますんで、この

方々は 40 歳あるいは高校出たての方とか、そう
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いった内容はどうでしょうか。 

○酒井林業課長 

昨年度就業された４人のうち１人は高校卒業後

の就業となっており、あとの３名は成人男性とい

うことで、ちょっと年齢までは把握しておりませ

んので、後ほどそちらについても報告させていた

だきます。 

○河野委員 

年齢はいいですのでＩターンされたとか、Ｕタ

ーンとかそんな感じでしょうかね。あるいは定年

退職された方とかそういったとこはどんなんです

か。 

○酒井林業課長 

４人のうち３名は市内の方で、１名はＵターン

された方が就業されており、定年退職等の就業は

ございません。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「有害鳥獣捕獲対策事業」につい

て、担当課長の説明を求めます。 

○酒井林業課長 

次に、同じく成果報告書の 42 ページ「有害鳥

獣捕獲対策事業」を御覧ください。 

決算書は 191 ページからでございます。 

当事業は、有害鳥獣による農林業への被害の軽

減、または防止するため、捕獲奨励金や捕獲檻購

入補助金などにより、有害鳥獣の捕獲活動を推進

する事業です。 

実績評価といたしましては、令和５年度はイノ

シシが 1,894頭、ニホンジカは 550 頭の捕獲頭数

があり、その他鳥獣を合わせ、有害鳥獣捕獲奨励

金交付額は 2765 万 4400 円となっております。令

和４年度と比較しますと、令和４年度過去最高捕

獲数だったイノシシは 1,966 頭減少し、ニホンジ

カは 206頭増加し、過去最高捕獲数となり、全体

の奨励金交付額は 1991 万 5300 円の減となってお

ります。また、有害鳥獣捕獲檻導入補助金につい

ては、20 件の申請があり、45 万円を補助してお

ります。今後も、捕獲隊と協力し、捕獲体制を維

持し、有害鳥獣の被害防止に努めてまいります。 

以上で事業の説明を終わります。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

イノシシの捕獲数が減少した理由は何でしょう

か。 

○酒井林業課長 

詳しい理由は分かりませんが、令和４年度が莫

大に増えておりまして、そこで捕獲隊の皆様が捕

獲をしていただいた結果もあると思っております。 

○まつもと委員 

それでは令和４年度と比較すると、被害自体も

減っているというふうに考えていいんでしょうか。 

○酒井林業課長 

農業水産課が国に報告している数字によります

と、令和４年度が農作物の被害が 3136 万円。令

和５年度が 3355 万 6000 円となっており、農作物

の被害については令和５年度の方が上がっており

ますが、平成 29 年度の 4710 万 2000 円をピーク

に、増減を繰り返しながら減少傾向にはあります。 

○兵頭班長 

ほかに質疑はありませんか。 

○山下副班長 

先ほど午前中に農業水産課から、農産物の被害

対策事業の説明があったんですけど、林業課の今

ここに説明されてるのとダブるところはかなりあ

るんじゃないかなと思うんですけど、その辺り事

業としてはどうなんでしょう。 

○酒井林業課長 

林業課では、県の補助によります捕獲奨励金を

出しております。農業水産課では国の交付金が出

るようになっております。 

捕獲頭数についてはダブって同じものに対して、

林業課の県の補助と、国の農業水産課が申請して

おります。国の交付金が出るようになっておりま

す。 

○兵頭班長 

その他質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

先ほど説明で鹿が増えてるっていう御説明があ

ったかと思うんですけど、最近、明間とかでも捕

まえられたとかいう話を聞くんですけど、鹿自体

はどのあたりで増えてる、あっち行ったりこっち

行ったりするんですけども、あんまり宇和のほう
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にはいなかったものがどのあたりで捕まえられて

るのかっていうことは分かりますか。 

○酒井林業課長 

以前は三瓶、明浜とかでは見られてなかったん

ですけど、少しずつそちらのほうでも見られるよ

うになっておりまして、あとは野村、宇和、城川

は全体的に鹿がとれております。 

○河野委員 

イノシシも鹿もたくさんいうか、すごい被害が

出とるわけなんですけれども、それよりも、サル

のほうが来たらもうシイタケも全て捥いで回ると

か、果実も捥ぐ、そういった被害が出ておろうか

と思うんですが、そのサルの捕獲頭数はどうなん

でしょうか。 

○酒井林業課長 

サルの捕獲頭数ですが、令和３年度が６頭、令

和４年度が８頭、令和５年度が４頭という状況に

なっております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「市産材利用促進事業」について、

担当課長の説明を求めます。 

○酒井林業課長 

次に成果報告書の 44 ページ「市産材利用促進

事業」を御覧ください。 

決算書は 191 ページからでございます。 

当事業は、市産材を使用した木造・内装木質化

の住宅などの建築または、施工業者が新たに建築

した建築物の購入を行う場合に、その経費の一部

を助成することにより、住宅建築等を促進すると

ともに木材産業等の振興を図り、林業の活性化と

森林の健全化を目指すことを目的とする事業です。 

実績評価といたしましては、市産材の積極的な

利用促進と木材産業の活性化を図るため、令和５

年度から木造住宅建築だけではなく、内装木質化、

事業所及び外構等の木質化も補助対象とし、市産

材住宅等建築数は９件増加し、市産材使用材積も、

290 立方メートル増加いたしました。 

今後も、本事業を実施することにより、市産材

の利用を促進し、関連する木材産業及び市内の建

築産業の活性化に努めてまいります。 

以上で認定第１号「令和５年度西予市一般会計

歳入歳出決算の認定について」林業課所管分の説

明を終わります。御審査のほどよろしくお願いい

たします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

市産材利用していただくことは非常にいいこと

だと思うんですけれども、２点。まず１点、今回

９件増加してるっていうことで何か今までと変わ

った努力をされたんで増えたのかなっていうとこ

ろ何かあれば、御説明いただきたいのと、令和５

年度から住宅だけじゃなくて、補助対象となりま

したっていうことだったんですけども、詳しくど

ういうものの申請があったのか。分かれば御説明

いただけたらと思います。 

○酒井林業課長 

まず１点目の９件増加したということについて

ですが、ホームページ等による周知だけではござ

いますが、特にほかには何かしたというわけでは

ありませんが、令和５年から見ますと９件増えた

ということで内装木質化とか外構にも取り組んだ

という結果もあるのかなとは思っております。 

あと、内装木質化や２点目の事業所等とかにも

対象を広げたということで、令和５年度について

は店舗１件と、木造倉庫１件の申請がありまして、

そちらのほうでも実績が増えております。 

○宇都宮久見子委員 

新築の住宅じゃないものに関しては、リフォー

ムでもいいんですか。新しくするものだけになる

んですか。 

○酒井林業課長 

内装木質化、外構とかも含んでおりますので、

リフォームについても対象としております。 

○宇都宮久見子委員 

ちょっと参考までに教えていただきたいんです

けれども、薪風呂の方とかがリフォームをすると

きに何かの補助金はないんですか。住宅補助の分

があったりとか、こういうところで使えないのか

なと思うんですけど、その辺りはなかなか厳しい

もんなんですかね。 

○酒井林業課長 

この補助につきましては建築物等に係る補助に

なりますので、薪等の材料とかは含んでおりませ
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ん。 

○兵頭班長 

その他質疑ありませんか。 

○山下副班長 

聞き逃したかも分かりませんが、財源内訳のと

ころで、令和４年に一般財源から 600 万円、令和

５年はゼロでその他のところに 887 万 5000 円と

いうこの内訳ですよね。一般財源がゼロになって、

その他の財源のところがどういうふうな内容なの

か教えていただきたいんですけど。 

○酒井林業課長 

当事業につきましては、令和５年度から対象を

拡充したということで、その他財源については森

林環境譲与税のほうを上げております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」林業課所管分について、

認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○兵頭班長 

挙手全員により、当分科会としては原案どおり

認定することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 23 分） 

 

【建設部】 

【建設課】 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後１時 25 分） 

これよりは建設課所管分になりますので、担当

部長の三瀬部長から御挨拶をよろしくお願いしま

す。 

○三瀬建設部長 

挨拶を行う。 

○兵頭班長 

認定第１号「令和５年度西予市一般会計歳入歳

出決算の認定について」建設課所管分についてを

議題といたします。 

まず、歳入について担当課長の説明を求めます。 

○宮本建設課長 

それでは認定第１号「令和５年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」建設課所管分の

歳入について御説明させていただきます。 

決算書は 28 ページになります。 

13款 1項 6目土木使用料のうち、準用河川流水

占用料について説明いたします。 

令和５年度の占用料は４件の 1,658 円です。西

予市が管理する準用河川に対する占用料となって

おります。未納はございません。 

続いて、市道使用料について御説明いたします。

令和５年度の市道使用料は占用対象件数が 513 件

で、調定額 767 万 7095 円に対し、収入済額は

766 万 5264 円で、収納率は 99.84％となっており

ます。収入未済額のうち１件、1,518 円について

不納欠損処理を行っております。 

続いて、市道使用料（過年度分）について説明

いたします。占用対象件数が 21 件で、調定額

14 万 3948 円に対し、収入済額は 5,596 円で、収

納率は 3.88％となっております。過年度分に関

しましても 11件分、10万 5962円について、法人

の倒産等により徴収の見込みがなくなったため、

不納欠損処理を行っております。 

続いて、法定外使用料について説明いたします。

令和５年度の法定外使用料は、占用対象件数

257 件、調定額 26 万 3604 円に対し、収入済額は

25 万 8381 円で、収納率は 98.02％となっており

ます。５件の収入未済額がございます。 

続いて、法定外使用料（過年度分）について、

占用対象件数が 18 件で、調定額が 5,204 円に対

し、収入済額は 2,977 円で、収納率は 57.21％と

なっております。 

法定外使用料（過年度分）についても、５件分

1,378 円について不納欠損処理を行っております。 

続きまして、残土処理場使用料について御説明

いたします。残土処理場は、野村町阿下地区に所

在し、受入土量１立方メートルにつき 1,210 円の

使用料を徴収しております。令和３年１月から受

入れを開始し、令和５年度末現在で 4 万 2279 立

米を受入れております。令和５年度の実績は

10件で 1万 3308立米を受入れ、使用料は 1221万

8580 円となっております。主に国交省が行って

いる野村ダム改良工事からの搬入となっておりま

す。 

続いて、港湾施設使用料について御説明いたし

ます。令和５年度の港湾使用料は、占用対象件数
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が 28 件、調定額、収入済額 25 万 7938 円で未納

はございません。 

続いて、公営住宅の家賃収入について同じく

28 ページになっております。 

令和５年度末の公営住宅等の管理戸数は公営住

宅 771 戸、市単独住宅 85 戸、特別公共賃貸住宅

14戸の 870戸を管理しております。家賃収入の状

況として、最初に現年度家賃について御説明申し

上げます。市営住宅は、調定額 1493 万 6200 円に

対し、収入済額は 1492 万 5200 円で、収納率は

99.93％となっております。公営住宅は調定額

1億 1992万 600円に対し、収入済額は 1億 1858万

4300 円で、収納率は 98.89％となっております。

こちらの数字は災害公営住宅を含んでおります。 

続いて、特定公共賃貸住宅は調定額 515 万

3200 円に対し、収入済額は 515 万 3200 円、収納

率は 100％となっております。 

続いて、過年度分について御説明申し上げます。

公営住宅は調定額 2895 万 2581 円に対し、収入済

額は 102万 620円で、収納率は 3.53％となってお

ります。市営住宅は、調定額 76 万 4700 円に対し、

収入済額はゼロ円で、収納率はゼロ％となってお

ります。 

特定公共賃貸住宅は過年度の滞納はございませ

ん。先日の行政報告会でもお話しさせていただい

たとおり、過年度分の住宅使用料について、昭和

63 年から 30 年までの 55 件、2087 万 6531 円につ

きましては、不納欠損処理の手続を行っていきた

いと考えております。 

今後は計画的な債権の管理回収を行い、市民負

担の公平性及び行財政の健全性を確保するよう努

めてまいりたいと考えております。 

以上で建設課所管分の歳入について説明を終わ

ります。御審査のほどよろしくお願い申し上げま

す。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に、通告事業「野村地区都市再生整備計画事

業」について、担当課長の説明を求めます。 

○宮本建設課長 

次に事前に通告のあった事務事業について順に

御説明いたします。まず成果報告書 63 ページ

「野村地区都市再生整備計画事業」について御説

明申し上げます。 

決算書は 225 ページになります。 

資料は令和５年度決算審査説明資料、説明資料

①野村地区復興事業という名前になっております。 

本事業は平成 30 年７月豪雨災害により被災し

た野村町中心部において、復興まちづくり計画等

に掲げた施策を推進するための事業でございます。

令和５年度の実績は、決算額 1 億 7967 万 5652 円

でございます。 

主な内訳としましては、公園整備の測量設計３

件、支障建築物の解体設計１件、物件補償に係る

調査、算定、委託業務費等で 1506 万 3800 円、交

流広場内の支障物件解体工事及び市道昭和線改良

工事費 1411 万 7000 円、公園整備及び市道改良事

業に関わる用地費４件で 3959 万 8919 円、同じく

物件補償費で４件、1億 1085万 901円となってお

ります。なお 1 億 1064 万 5182 円につきましては、

令和６年度に繰越しをしております。令和６年度

へ繰越しました事業、市道昭和線改良工事は令和

６年 12 月、いきいき広場整備工事は令和７年１

月を完了予定としております。 

不用額につきましては、令和４年度より公園整

備工事を進めてまいりましたが、工事実績に伴い、

工事請負費に不用額 217 万 9478 円が発生したも

のでございます。 

以上で、野村地区都市再生整備計画事業につい

ての説明といたします。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○森川委員 

この不用額の約 17 万 9478 円は入札の減額です

か。 

○宮本建設課長 

森川委員のおっしゃるとおり、ほぼほぼ入札に

よる減となっております。 

○兵頭班長 

ないようでしたら私のほうから、今これ、令和

２年度から再生計画にのっとって順次工事が発注

されておると思います。計画どおりですと、令和
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７年度には全て収まるという考えでよろしいでし

ょうか。 

○宮本建設課長 

今、まだ、公表はしておりませんけど表向きと

いいますか、建前上は７年度完了予定ということ

で我々も事業計画等を立てて動いておるんですけ

ども、実際のところはちょっと７年度では終了し

切れない部分が何カ所か出てまいります。それに

向けて我々ももう、第２期の計画をつくり始めて

いるところで、タイミングを見計らってといいま

すか、今後、その旨公表していきたいと考えてお

ります。 

○兵頭班長 

再質問なりますけど、それは例えば令和９年度

まで延びるとかそういう期間的な考えでしょうか。 

○宮本建設課長 

今のところ我々が見込んでいる完了見込み年度

は、令和 10 年度を見込んでおります。 

○山下副班長 

工事が延びるっていう一つの原因としては地権

者との話し合いも含まれての流れになるのか。単

純にも工事の期間が延びてそこまでいくというこ

とで理解してよろしいんでしょうか。 

○宮本建設課長 

計画のほうがずっと伸びてきている原因としま

しては、様々な原因があるんですけど第一には、

山下委員がおっしゃったように、地権者との交渉

が長引いて、用地がなかなか買えなかったりです

とか、あと、国庫補助事業を活用して進めている

事業ですので、我々が要求した額どおりに予算が

つかなかったりとか、あと、河川整備事業との絡

みもございますので、そういった諸々の調整が入

ってきて、どんどん後ろ倒しになってきていると

いう状況でございます。 

○兵頭班長 

その他質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「小規模住宅地区等改良事業」に

ついて、担当課長の説明を求めます。 

○宮本建設課長 

次に、成果報告書 64 ページ「小規模住宅地区

等改良事業」について御説明申し上げます。 

決算書は 227 ページになります。資料は先ほど

と同じ資料を御覧ください。 

本事業は、平成 30 年７月豪雨災害により被災

した野村地区中心地、肱川右岸側の道路、広場、

公園等を整備することで住環境の改善を図ること

を目的としております。 

令和５年度の実績は、決算額で 2 億 4114 万

4000 円でございます。主な内訳としましては、

公園管理棟の設計、公園内トイレ、シェルター整

備工事の監理委託業務費で 255 万 2000 円、防災

広場整備工事と、公園工事の工事請負費７件で

2億 3853万円でございます。なお 5307万 3000円

につきましては、令和６年度に繰越しをしており

ます。令和６年度へ繰越しを行いました野村地区

公園広場整備工事、三島町公園は、令和６年８月

に完了しております。 

不用額につきましては、工事実績に伴い、工事

請負費に不用額 1064 万 4500 円が発生したもので

ございます。 

以上、説明とさせていただきます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○宇都宮久見子委員 

整備ができていっているということなんですけ

れども、整備するだけじゃなくてこれから維持も

必要になってくると思うんですけど、今現在とこ

れからできる部分に関して、どのような維持をし

ていく予定なのか御説明いただけたらと思います。 

○宮本建設課長 

今後の維持管理についてなんですけども、今、

こちらの公園の所管が政策推進課になっておりま

して、そちらが主となって管理者を今決定されて

いるところでございます。 

その中で今後どういった管理の仕方をされるか、

中身を吟味されていくんだと考えております。 

○兵頭班長 

その他質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

次に通告事業「危険空家除却事業」について、

担当課長の説明を求めます。 

○宮本建設課長 
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次に成果報告書 71 ページ「危険空家除却事業」

について御説明いたします。 

決算書は 227 ページになります。 

本事業は、倒壊の恐れがある危険空家の除却に

対して補助金を交付することで、市民が安心で快

適な生活を営むことができる居住環境を確保する

ことを目的としております。 

老朽危険空家の所有者並びにその相続権者が、

市内に本店・支店を有する建設業許可事業者と契

約して除却工事を行う場合に 50 万円以上の工事

に対して工事費の 80％以内、80 万円を上限額と

して補助するものでございます。 

令和５年度の実績は、決算額で 2557 万 9540 円

でございます。補助件数は、前年度までに申請受

付された建物 10 件と、令和５年度に申請受付さ

れた建物 20 件、合わせて 30 件に対して補助を行

っております。 

なお、特定危険空家２件の略式代執行の除却工

事として、令和６年度へ繰越しを行いました

832 万円につきましては、卯之町地区の除却工事

が令和６年５月、野村地区の除却工事が令和６年

度７月に完了しております。 

毎年申請件数が多く、ニーズの高い事業でござ

いますが、平成 27 年事業の開始から累計 247 件

の除却工事が完了しております。危険空家除却件

数が急増している中でも、一定の成果を得られた

と評価しております。 

以上で、認定第１号「令和５年度西予市一般会

計歳入歳出決算の認定について」建設課所管分の

説明とさせていただきます。御審査のほどよろし

くお願いいたします。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○山下副班長 

危険な建物ですよね。私ごとになりますけど議

会に出るための選挙のときに三瓶町全部ずっと回

ってきたんですけど、思った以上に空き家が多い。

危険箇所がかなりあるっていうのはもう実感して

ます。 

この判定の中に危険度判定と道路要件っていう

のが入ってるんですよね。私はもう道路要件につ

いては全く分からないんですけど、危険な建物な

んかもかなり道路の狭い、あるいは車が入って行

けないところがかなりの件数ありますので、この

道路要件について説明をしていただきたいなと思

います。 

○宮本建設課長 

危険空家における条件としての接道の意味合い

ですけども、１つ目として、地域防災計画による

緊急輸送道路または避難路の沿道に位置する住宅

であること。 

２番目として、耐震改修促進計画に位置づけら

れた避難路の沿道に位置する住宅であること。 

３番目に、津波避難計画に位置づけられた避難

路の沿道に位置する住宅であること。 

最後４番目に、建築物（住宅を含む）が立ち並

んでいる道の沿道に位置する住宅であることとい

うこの４つの項目がございまして、いずれかに該

当する場合は、この条件を満たしているというこ

とになります。 

○山下副班長 

そうするとほとんどの住宅地については道路要

件の中に入るっていうことになりますかね。もう

特別、避難路から離れてるとか特異なところに建

っていない限りはほとんどの住宅地は、これに当

てはまるっていうことになりますかね。 

○宮本建設課長 

危険空家が位置するところがかなりいろんな条

件があると思うんですけども、基本的に我々とし

ては避難路と言われる不特定多数の方がいつも通

られる市道であったりとか、里道であったりとか、

そういう道に面しているかどうかっていうのをま

ず判断させてもらってあとは、先ほど委員がおっ

しゃられた不良度判定で 100 以上の建物でないと

危険空家としてはみなされないというところにな

ります。ですので、道に全く面してなくて、もう

周りが住宅ばかりというところではなかなか我々

が言う危険空家の部類には該当しないかなという

考えでおります。 

○宇都宮俊文委員 

令和４年だったかな、和家係長を中心に私の地

元で、難しい案件をやってもらったんですが、特

に持ち主が地元におらないと。撤去するにもお金

を出したくないというところが非常に多くて、危

険だけどどうしようも手をつけられないとか、か

なりあります。私の地元でも、結構何軒かあるん

ですが、これ非常に難しいことで、これ私思うに

令和５年度 30 件しか出てない。だから対象家屋
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はあっても、実際には危険空家として、執行でき

なかったんじゃないかなと私は思うんですがその

辺、この間も地元で相談を受けて、ただもうこれ

親戚内が相談してくれなんだらどうにもなりませ

んでという答弁したんですが、これ答えを求める

のは難しいんですが、現状どうですか。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 52 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後１時 54 分） 

○宮本建設課長 

先ほどの宇都宮委員からの御質問ですけども、

令和５年度の事前調査申請受付は 69 件でござい

ましたがその内、危険空家と該当した件数は

29 件。40 件は該当しなかったということでござ

います。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

これより採決を行います。 

お諮りいたします。認定第１号「令和５年度西

予市一般会計歳入歳出決算の認定について」建設

課所管分について、認定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○兵頭班長 

挙手全員により当分科会としては原案どおり認

定することに決しました。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後１時 55 分） 

 

【上下水道課】 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後１時 58 分） 

上下水道課所管分について審査します。 

認定第６号「令和５年度西予市水道事業会計決

算の認定について」を議題といたします。担当課

長の説明を求めます。 

○紙崎上下水道課長 

それでは、認定第６号「令和５年度西予市水道

事業会計決算の認定について」決算書に基づきま

して、御説明を申し上げます。 

まず、令和５年度西予市公営企業会計決算書の

18 ページを御覧ください。 

令和５年度の西予市水道事業の概要を御報告い

たします。 

総括事項といたしまして、近年の少子高齢化に

よる給水人口の減少と、市民節水型生活環境への

移行によりまして、令和５年度は、給水収益が減

少した一方で、動力費及び委託料等の経費が大幅

に減少し、経常収支は前年度と比較いたしまして

2110万8014円の増となりましたが 4011万9244円

の経常損失となりました。 

また、業務量につきましては、給水人口が前年

度から 463 人減少し 2 万 7940 人となり、年間総

有収水量は前年度比で 0.3％減の 316万 3686立方

メートルとなりました。年間有収率につきまして

は、近年減少傾向で推移しており、水道管の老朽

化による漏水が予想されることから、今年度にお

きましては、漏水調査及び修繕を重点的に行った

結果、前年度から 3.7％を改善いたしまして

70.9％となりました。 

次に収益的収入及び支出の決算額について御説

明をいたします。 

４ページ、５ページを御覧ください。 

水道事業収益 6億 9824万 178円に対しまして、

水道事業費用は 6 億 9353 万 2672 円となり、前年

度と比較いたしまして、収益は 1.8％の増、費用

は４％の減となっております。 

８ページ、９ページを御覧ください。 

このことを損益計算書で御説明いたします。 

営業収益 5 億 5189 万 4018円、営業費用が 6 億

3947 万 3460 円となり、差引きで 8757 万 9442 円

の営業損失となっております。 

次に営業外収益は、水道加入金や一般会計補助

金など 7043 万 1639 円となっております。 

営業外費用は企業債の支払利息など 2297 万

1441 円を支出しております。 

以上によりまして、経常損失 4011 万 9244 円、

当年度純損失 3972 万 2429円となり、当年度未処

理欠損金が 867 万 4859 円となっております。 

なお、積立金と合わせた利益余剰金の合計につ

きましては、11 ページを御覧ください。 

右下に記載しておりますが 3 億 202 万 7724 円

であります。水道事業収益及び費用の品物につい

て御説明を申し上げます。 

29 ページを御覧ください。 

営業収益でございますが、水道料金5億4481万

6254 円となっております。 
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営業外収益につきましては、水道加入金 334 万

円、他会計補助金 345 万 4039 円、長期前受金戻

入 5493 万 9830 円、その他雑収益 862 万 99 円、

これは下水道料金併徴収受託料などであります。 

次のページを御覧ください。 

営業費用につきましては、原水及び浄水費にお

ける動力費3670万7530円、受水費5936万2440円

などでございます。配水及び給水費における委託

料 1892 万 6528 円、修繕費 1972 万 6162 円、動力

費 3498 万 6793 円、総係費における給料、手当な

ど人件費が 1 億 3777 万 8047 円、委託料 2365 万

6660 円、減価償却費 2 億 7125 万 330 円などでご

ざいます。 

次のページを御覧ください。 

営業外費用につきましては、企業債利息

2239 万 819 円などでございます。 

次に、資本的収入及び支出について御説明を申

し上げます。 

６ページ、７ページを御覧ください。 

資本的収入につきましては、収入総額 2 億

4825 万 1293 円となっております。その内訳は、

負担金 888 万 8000 円、企業債 1 億 930 万円、補

助金 8119万 8293 円、出資金 4886 万 5000 円でご

ざいます。 

続きまして歳出について御説明申し上げます。 

資本的支出につきましては総支出額5億6717万

3943円で、建設改良費として 4億 6037万 7300円、

企業債償還金として 1 億 679 万 6643 円を支出し

ております。建設改良の主な工事といたしまして

は、宇和給水区域の山田地区配水管布設替工事、

明浜給水区域の水道施設監視システムの更新工事、

野村給水区域の第１浄水場９・10 号ろ過池更生

工事、三瓶給水区域の津布理浄水場機械・電気設

備工事などでございます。 

なお、建設改良工事の概要を 21 ページから

22 ページにかけて記載をしておりますのでお目

通しください。 

また、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する 3億 1892 万 2650 円につきましては、過年

度分及び当年度分損益勘定留保資金、建設改良積

立金などで補填をいたしております。 

その他決算資料を掲載しておりますので御参照

ください。 

以上で認定第６号「令和５年度西予市水道事業

会計決算の認定について」説明とさせていただき

ます。御審査のほどよろしくお願いを申し上げま

す。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

認定第６号「令和５年度西予市水道事業会計決

算の認定について」認定することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○兵頭班長 

挙手全員により当分科会としては原案どおり認

定することに決しました。 

続きまして、認定第７号「令和５年度西予市簡

易水道事業会計決算の認定について」を議題とい

たします。担当課長の説明を求めます。 

○紙崎上下水道課長 

認定第７号「令和５年度西予市簡易水道事業会

計決算の認定について」決算書に基づきまして、

御説明を申し上げます。 

まず、令和５年度西予市公営企業会計決算書の

56 ページを御覧ください。 

令和５年度の西予市簡易水道事業の概要を報告

いたします。 

総括事項として当市の簡易水道事業は宇和町・

野村町・城川町の中山間地域を中心に 33 カ所存

在しております。地元の簡易水道組合に施設の運

転管理及び維持管理を委託しております。 

業務量につきましては、給水人口が前年度から

164 人減少し 4,324 人、年間総有収水量は 6.3％

減の 50 万 6398 立方メートルとなりました。 

また、財政状況につきましては、少子高齢化や

過疎化による人口減少のため、料金収入が減少し

ており、経営は厳しい状況となっております。 

令和５年度の経常利益は 159 万 3030 円で、特

別利益及び特別損失を含めた当年度純利益は

159 万 4865 円、当年度未処分利益余剰金は 70 万

9514 円となっております。 

次に収益的収入及び支出の決算額について御説

明を申し上げます。 

42 ページ、43 ページを御覧ください。 
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簡易水道事業収益 1 億 3014 万 1457 円に対しま

して、簡易水道事業費用は 1 億 2914 万 6241 円と

なっております。 

46、47ページを御覧ください。 

このことを損益計算書で御説明をいたします。 

営業収益 5841 万 3804 円、営業費用が 1 億

2232 万 5241 円となり、差引き 6391 万 1437 円の

営業損失となっております。 

次に営業外収益は 6646 万 6884 円となっており、

営業外費用は企業債の支払利息など 96 万 2417 円

を支出しております。 

以上によりまして経常利益 159 万 3030 円、当

年度純利益は 159 万 4865 円となり、前年度繰越

欠損金を減じて当年度未処分利益余剰金は 70 万

9514 円となっております。 

簡易水道事業収益及び費用の主なものについて

御説明申し上げます。 

63 ページを御覧ください。 

営業収益といたしまして、水道料金 5050 万

5923 円となっております。 

その他の営業収益では、他会計負担金など

790 万 7881 円となっております。 

営業外収益につきましては他会計補助金で

2680 万 6500 円、長期前受金戻入 3958 万 4045 円

などでございます。 

次のページを御覧ください。 

営業費用につきましては、原水及び浄水費にお

ける修繕費 581万 3802円、負担金 503万 263円、

水質検査負担金などでございます。配水及び給水

費における修繕費 767 万 7455 円、動力費 144 万

1973 円、総係費における給料、手当などの人件

費が 2131万 1477 円、水道施設の維持管理など委

託料 2596万 9826 円、減価償却費 5039 万 7089 円

などでございます。 

次に資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。 

44 ページ、45 ページを御覧ください。 

資本的収入につきましては、収入額 942 万

287 円補助金となっております。 

続きまして支出について御説明申し上げます。 

資本的支出につきましては支出額 1268 万

2095 円で、企業債償還金として支出をしており

ます。 

また、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する326万1808円につきましては、当年度分、

損益勘定留保資金などで補填をいたしました。 

その他決算資料を掲載しておりますので御参照

ください。 

以上で、認定第７号「令和５年度西予市簡易水

道事業会計決算の認定について」説明とさせてい

ただきます。御審査のほどよろしくお願いを申し

上げます。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

○宇都宮久見子委員 

業務量のところなんですけれども、年度末給水

人口が 164 人減、年度末給水戸数は 13 戸減です

よね。そのあと、年間総配水量と１日平均配水量

は減ってないんですけど、何で減になってるのに、

ここは減にならないんですか。 

○紙崎上下水道課長 

給水人口は減になっているのに、排水量が減っ

てないっていうことだと思うんですけれども、一

応使用料ということで、給水人口が減っても１戸

ずつの使用料が減ってなければ、増えていくとい

う形になるんですけども、このときの気象状況と

かそういうこともあると思うんですけど、その辺

で水量的には減ってないと分析してるんですけど

も。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 16 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後２時 20 分） 

○紙崎上下水道課長 

ただいまの質問について補足を山本係長のほう

からいたします。 

○山本上下水道課係長 

先ほど宇都宮久見子委員から御質問のありまし

た、給水人口と戸数の減に対して総配水量が増え

ているという点について御答弁いたします。 

給水人口、給水戸数の減に対しまして直結して

おるのが総有収水量、実際お金となる水量となり

ます。こちらのほうにつきましては 3 万 3906 立

米減少しております。 

先ほど総配水量が増えておるという御質問です

が、総配水量につきましては、有収率が減ってお

ります。配水量に占める有収水量の割合でござい

まして、配水量が増えて有収水量が減っておると
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いうことで有収率についても減っております。こ

れは要因としましては、漏水などのことが考えら

れます。 

○兵頭班長 

その他質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

57 ページの料金回収率なんですけど、私初め

てこの決算見さしてもらうわけなんですが、今年

度から。思ったより低いなと思ったんですがこれ

って、何か原因あるんですか。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 23 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後２時 31 分） 

○紙崎上下水道課長 

ただいまの質問につきましては山本係長のほう

より、答弁をさせていただきます。 

○山本上下水道課係長 

先ほどまつもと委員から、御質問のありました

料金回収率について御答弁いたします。 

料金回収率は、給水にかかる費用がどの程度、

給水収益料金で賄えているかをあらわす指標でご

ざいます。昨年に比べて約５％増加しております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

認定第７号「令和５年度西予市簡易水道事業会

計決算の認定について」認定することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○兵頭班長 

挙手全員により当分科会としては原案どおり認

定することに決しました。 

続きまして、認定第８号「令和５年度西予市下

水道事業会計決算の認定について」を議題といた

します。担当課長の説明を求めます。 

○紙崎上下水道課長 

それでは、認定第８号「令和５年度西予市下水

道事業会計決算の認定について」決算書に基づき

御説明を申し上げます。 

まず、令和５年度西予市公営企業会計決算書の

86 ページを御覧ください。 

令和５年度の西予市下水道事業の概要を報告を

いたします。 

総括事項といたしまして、令和５年度より従来

の公共下水道事業に加え、農業集落排水事業及び

公共浄化槽等整備推進事業につきましても、地方

公営企業法の一部（財務規定等）を適用いたしま

した。令和５年度は未普及地域の解消といたしま

して、伊賀上地区の管路整備工事を実施し、令和

６年 12 月の供用開始を見込んでおります。 

業務量といたしましては、下水道への接続人口

は公共下水道の 6,533 人、農業集落排水の

6,942 人、公共浄化槽の 30 人となりました。ま

た、水洗化率は公共下水道62.3％、農業集落排水

85.0％、公共浄化槽 100％となっております。 

財政状況として今年度は公共下水道事業、農業

集落排水事業及び公共浄化槽等整備推進事業を合

わせた特別利益、特別損失を含めて787万9368円

の純損失となりました。当年度未処分利益余剰金

は 1731 万 2890 円となっております。 

建設改良事業の状況といたしましては、主に宇

和処理区の伊賀上地区において管路整備を行い

1 億 5097 万 1673 円を執行しております。 

次に収益的収入及び支出の決算額について御説

明を申し上げます。 

72 ページ、73 ページを御覧ください。 

下水道事業収益 8 億 8186 万 9472 円に対しまし

て、下水道事業費用は 8 億 8838 万 2517 円となっ

ております。 

76 ページ、77 ページを御覧ください。 

このことを損益計算書で御説明を申し上げます。 

営業収益 1 億 9826 万 3304円、営業費用が 8 億

422万127円となっております。差引き 6億595万

6823 円の営業損失となりました。 

次に、営業外収益は他会計負担金や他会計補助

金、長期前受金戻入など 6 億 5793 万 4022 円とな

っております。 

営業外費用は、企業債の支払利息など 5642 万

4470 円を支出しております。以上によりまして

経常損失 444 万 7271 円、当年度純損失 787 万

9368 円となり、当年度未処分利益余剰金が

1731 万 2890 円となっております。 

なお、積立金と合わせました利益余剰金の合計

は 79 ページを御覧ください。 

右下に記載しております 3131 万 2890 円でござ

います。 
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下水道事業収益及び費用の主なものについて御

説明を申し上げます。 

97 ページを御覧ください。 

営業収益としましては、下水道使用料 1 億

9728 万 504 円となっております。 

営業外収益につきましては、一般会計負担金

2 億 9484 万 4423 円、一般会計補助金 3656 万

5076円、長期前受金戻入 3億 2404万 2619円でご

ざいます。 

次のページを御覧ください。 

営業費用の主なものにつきましては、管渠費に

おける委託料 1765 万 9064 円、修繕費 2759 万

8220 円、処理場費における光熱水費 2983 万

9844 円、委託料 8521 万 3846 円、修繕費 5594 万

50円、総係費における給料、手当などの人件費が

3615万 3099円、委託料 782万 8490円、減価償却

費 5 億 1314万 8839 円などでございます。 

営業外費用につきましては、企業債利息

5507 万 2557 円などでございます。 

次に、資本的収入及び支出について御説明申し

上げます。 

74 ページ、75 ページを御覧ください。 

資本的収入につきましては、収入総額 3 億

9359 万 1642 円となっております。その内訳は企

業債 6500万円、出資金 2 億 755 万 7458 円、補助

金 7250 万円、分担金及び負担金 4853 万 4184 円

でございます。 

続きまして支出について御説明を申し上げます。 

資本的支出につきましては総支出額4億7048万

8328 円となっております。その内訳は建設改良

費として 1 億 5097 万 1673円、企業債償還金とし

て 3 億 1951万 6655 円を支出しております。 

また資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額 9782万 1686 円につきましては、過年度分

損益勘定留保資金などで補填をいたしております。 

その他決算資料を掲載しておりますので御参照

ください。 

以上で認定第８号「令和５年度西予市下水道事

業会計決算の認定について」説明とさせていただ

きます。御審査のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

○兵頭班長 

担当課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○まつもと委員 

76 ページの損益計算書でちょっとお聞きした

いのですが、営業損失だけ見ると、大変すごい額

だなというふうに思っております。減価償却費な

どが入っているので、それを引いてもなかなか厳

しいなと思うんですが、下水道の接続人口はどれ

ぐらいを目指されていてその収益をもう少し向上

させるとか、安定しようというふうに思われてい

るのかちょっと教えてください。 

○兵頭班長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 42 分） 

○兵頭班長 

再開を告げる。（再開 午後２時 49 分） 

○紙崎上下水道課長 

人数の御質問だと思うんですけども、各給水区

域、給水といいますか区域で人数が最初に決まっ

てますけども、そこを 100％を目指していくって

いうのが一番考えてるとこではありますけれども、

なかなか 100％っていうのは難しいというのがあ

りまして、今その人数がどれほどかというのは今、

資料を持ち合わせておりませんのでお答えできな

いんですけども、100％を目指すということと、

あと経営の安定のためには料金の改定をしていく

ということが必要だと思っております。 

○兵頭班長 

その他質疑はありませんか。 

○河野委員 

98ページ事業費用明細の中で、管渠費で委託料

1700 万円、処理場費で委託料 8500 万円、合わせ

て１億円以上の委託料を払われておりますが、こ

れはどちらに払われとるのか教えていただいたら。 

○紙崎上下水道課長 

ただいまの御質問でございますが、処理場費の

委託につきましては各処理場の維持管理を維持管

理業者のほうへ委託しておりますので、その委託

費になります。 

管渠費につきましては、工事の委託費やあと各

管渠にマンホールポンプ等ありますんで、そこの

維持管理費の委託という形になっております。 

○兵頭班長 

ほかに質疑ありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○兵頭班長 

以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 
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認定第８号「令和５年度西予市下水道事業会計

決算の認定について」認定することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○兵頭班長 

挙手全員により当分科会としては原案どおり認

定することに決しました。 

これにて閉会いたします。 

○山下副班長 

以上で、令和６年西予市決算審査特別委員会産

業建設分科会を閉会いたします。 

 

 

閉会 午後２時51分 

 

 

署名 

 

 西予市決算審査特別委員会 

産業建設分科会班長 

兵頭 学 


